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議 事 日 程  （第３号） 

 

令和５年９月15日（金）午前10時開議 

 

日程第１        一般質問 

             質問順序  １．11番 土屋 和幸 

                   ２．３番 寺田  悟 

                   ３．15番 荻野 利明 

                   ４．17番 神谷 里枝 

                   ５．13番 佐原 佳美 
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○出席及び欠席議員┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄出席表のとおり 

○説明のため出席した者┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄出席表のとおり 

○職務のため議場に出席した事務局職員┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄出席表のとおり 
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午前10時00分 開議 

○議長（馬場 衛） ただいまの出席議員は18名で

あります。定足数に達しておりますので、本日の会

議を開きます。 

 本日は傍聴席へ報道機関が入っております。なお、

撮影を許可した者には許可証を交付しておりますの

で、御報告いたします。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりでござ

います。 

───────────────── 

○議長（馬場 衛） 日程第１ 一般質問を行いま

す。 

 昨日に引き続き、一般質問を行います。 

 本日の質問順序は、受付順により１番 土屋和幸

君、２番 寺田 悟君、３番 荻野利明君、４番 

神谷里枝さん、５番 佐原佳美さんと決定いたしま

す。 

 初めに、11番 土屋和幸君の発言を許します。 

  〔11番 土屋和幸登壇〕 

○議長（馬場 衛） それでは、11番 土屋和幸君。 

○11番（土屋和幸） 11番 土屋和幸です。よろし

くお願いをいたします。 

 私は小中学校生の放課後の居場所づくりについて

をお聞きいたします。 

 背景や経緯でございますが、湖西市勤労者体育セ

ンターの利用について、予約制インターネット申込

み等、利用の制度が変わってから小中学生の利用が

少ない気がいたします。 

 私は、勤労者体育センターにおいて小中学生の姿

を最近ではほとんど見ません。新居体育館は子供が

いつもいるようですが、この違いは何なのか。今後、

学校における部活動を廃止していこうと考えている

ようですが、子供たちのスポーツ、勉強、遊びなど

の仲間づくりの機会をどんどんを奪っているような

気がいたします。市はどのようにしていきたいと考

えているかをお伺いいたします。 

 目的ですが、湖西市において小中学生が伸び伸び

育っていっていただきたいことから、質問をいたし

ます。 

 質問事項ですが、１つ目、新居体育館の卓球室は

予約制ではないのですが、なぜ湖西市勤労者体育セ

ンターの卓球室は予約制なのですかをお伺いいたし

ます。 

○議長（馬場 衛） 登壇して答弁をお願いいたし

ます。教育次長。 

  〔教育次長 鈴木啓二登壇〕 

○教育次長（鈴木啓二） お答えします。 

 新居体育館の卓球室につきましては、ほとんどの

利用者が卓球台単位での利用ではなく、個人での利

用となっています。また、個人利用での利用者が多

くなった場合につきましては、利用者の了承を得た

上で、利用者同士が使用時間を調整しながら使用を

いただいているところです。 

 一方、勤労者体育センターの卓球室は、個人での

利用より卓球台単位での利用のほうが多くなってい

ます。 

 現在のところ、利用者様から使用方法や使用料金

について、特段、御意見もいただいていないことか

ら、各施設の実情に合わせ、運用をしているところ

です。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 土屋和幸君。 

○11番（土屋和幸） 今、次長のほうから、湖西の

体育センターは団体で利用することが多いというと

いう話だったんですけども、実際には子供たちって

いうのは、学校が帰ってから体育館行くかって言っ

て来るケースが多いような気がいたします。そうし

たときに、予約制でもう塞がっていると、「じゃあ

もう、君たちはもう帰るしかないよ」って言われた

ときに、言われた子供たちはもう二度目はないとい

うふうに思います。なぜなら、予約制で大人の人た

ちが使っている、ほかのグループが使っているとい

うことになると、そういう子供たちのいわゆるああ

いうところに来る子供たちは、卓球をすごくうまく

なろうという子はそんなにはいないと思うんですけ

ども、仲間うちで三、四人で行こうって言ったとき

にもういっぱいいっぱいで、予約してねっていう話、

そういった部分も検討はしていただいた結果だとい

うふうに考えればよろしいですか。 

○議長（馬場 衛） 教育次長。 
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○教育次長（鈴木啓二） お答えします。 

 小学生の場合は、スマートフォンを持っていない

子が多いかと思います。何かしら小学生は予約しづ

らいという状況はあるかと思います。ただ、仮に専

用の予約者の方が予定より早く終わったりした場合

は、前に使われていた占用者に確認した上で、残り

時間を開放しているとか、そういったことでやらさ

せていただいておりますので、予約システムを運用

するに当たっては、そういったことも考慮しながら

始めたということであります。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 土屋和幸君。 

○11番（土屋和幸） 分かりました。 

 空いた台は時間が予約時間であっても、空いてれ

ば開放しますよというお話だというふうに取るわけ

ですけども、そうしたときに今子供たちがほとんど

いないという実態からすれば、そういう調整がなか

なかつかないというか、行ったらおじさんらが使っ

てなければ使えますよ、いや今日はおじさんらが使

うからね。例えば、夏の暑い日なんかは午後３時か

４時で終わるんですよね、基本的に借りている人も。

例えば秋とかこれからの季節はそういう時間いっぱ

いやろうと思えばできるし、入れ替わり立ち替わり

来るケースが多いものですから、そうしたことから

考えたときに、例えば、今次長が言われたようにや

ってもいいんですけども、台１台ぐらいを予約制か

ら外して、逆にそういう団体の人が子供たちが来た

らどくんだよという条件で、この台を使ってもらう

ような方式のほうが私はいいと思うんですけども、

次の項にも行くんですけども、２番目ですけども。 

○議長（馬場 衛） ２番目ですね、どうぞ。 

○11番（土屋和幸） 勤労者体育センターの１階の

ロビーを、子供たちのために開放なり利用する方法

は何か考えていることはございますか。なぜなら、

非常に１階のロビーが広めで、通路としては十分だ

し、椅子もすごい隅のほうに置いてあるので、使わ

ない部分もあるので、何か利用できることがあれば

いいかなと思うんですけど、これは私のただの提案

ですけどもお願いをいたします。 

○議長（馬場 衛） 教育次長。 

○教育次長（鈴木啓二） お答えします。 

 勤労者体育センターの１階ロビーにつきましては、

現在、利用者様の休憩場所や待機場所として御利用

をいただいているところです。 

 １階ロビーは大変手狭であり、かつ人の行き来も

多い場所であるため、これからも子供でも大人でも、

誰もが使用できるフリースペースとして利用してい

ただきたいと考えておりますので、特に子供だけの

スペースということは現時点では考えておりません。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 土屋和幸君。 

○11番（土屋和幸） おっしゃっている意味は十分

分かります。それで、子供たちが学校帰りに四、五

人で話をしたいね、ここで寄っていこうかって言っ

たときに図書館もあるんですけども、図書館ではお

しゃべりできないですね、うるさくて。「おまえら

何やっているんだ」って注意されるのが関の山で、

そうすると学校から帰る子供たちに対して提供する

というか、別にそこじゃなくてもいいんですけども、

市の教育委員会として子供がそういう、たまり場で

はないんですけども、私、先日に新居へお伺いした

ときは、「朝から晩までいるんだよ、子供たちが」

って言ってたですけども、勤労者体育センターの利

用についてはそういうことは考えられない、いわゆ

る利用するところがないんだから、座るところもな

いというかそういった部分もあるので、ひとつそこ

らもお考えいただきたいなというふうに思います。

これはあくまでも要望ですので、よろしくお願いし

ます。 

 ３番目。 

○議長（馬場 衛） ３番目ですね、どうぞ。 

○11番（土屋和幸） 勤労者体育センターは一般の

人、要は予約以外の人、予約をいつもしている人以

外の人に対する開放日があるかどうかをお尋ねしま

す。 

○議長（馬場 衛） 教育次長。 

○教育次長（鈴木啓二） お答えします。 

 体育室のみではありますが、毎月２回、第１、第

４日曜日の午前中に限りまして、市民が利用しやす

いよう、一般向けに開放日を設けているところです。 
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 以上です 

○議長（馬場 衛） 土屋和幸君。 

○11番（土屋和幸） 体育室というのはアリーナの

ことを言っているですね、その開放日については利

用者数ってどのくらいあるもんですか。１か月でい

いですよ、例えば８月は何人だった、５月は何人だ

ったという。 

○議長（馬場 衛） 教育次長。 

○教育次長（鈴木啓二） お答えします。 

 令和４年度の実績にはなりますが、一番多い月で

４月が28人、ちょうど春休みなんですか３月が27人、

８月ですと８人とかまばらにはなっていますが、多

い月で30人弱といったことになっています。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 土屋和幸君。 

○11番（土屋和幸） これ、開放日っていうのが市

役所だよりとか、いろんな広報で当然周知はされて

いると思うんですけども、私は週昼間１回と夜１回

行くけど、どこで見たらいいのかちょっとお尋ねし

ます。 

○議長（馬場 衛） 教育次長。 

○教育次長（鈴木啓二） お答えします。 

 勤労者体育センターの入り口に貼り紙はしてある

わけなんですが、ちょっと周知が足りないかなと感

じているところもありますので、もう少し随時、周

知をしていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 土屋和幸君。 

○11番（土屋和幸） ありがとうございます。よろ

しくお願いいたします。 

 それでは４番目へ行きます。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○11番（土屋和幸） 学校は、放課後や長期の休み

のときに開放しますかという質問なんですけども、

例えば体育館とかプールとか教室、施設等があると

思うんですけども、開放する条件とかいろんな意味

で教えていただきたいと思います。 

○議長（馬場 衛） 教育次長。 

○教育次長（鈴木啓二） お答えします。 

 市内小中学校体育施設につきましては、放課後、

長期の休みを問わず、各小中学校側が各体育施設を

使用しない日に限り、体育館、運動場、武道場等を

市民に開放し、スポーツを通じて交流する機会を提

供しております。 

 なお、プール、校舎内の教室につきましては、安

全面を考慮いたしまして、放課後、長期の休みを問

わず開放を行っておりません。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 土屋和幸君。 

○11番（土屋和幸） ありがとうございます。それ

で、体育館とか教室とかそういったところは、実際

貸すほうも管理責任もいろいろあると思うんですけ

ども、運動場なんかは学校の許可を取らないと使う

ことができないんですか。 

○議長（馬場 衛） 教育次長。 

○教育次長（鈴木啓二） お答えします。 

 放課後は、子供たちが一度下校してからというこ

とを言っている学校もあるわけなんですけど、下校

をしてから別に運動場へ来て遊ぶことには全然、禁

止をしたりとかそういったことはしておりません。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 土屋和幸君、いかがですか。 

○11番（土屋和幸） ありがとうございます。４番

目はそれで結構です。 

 ５番目の、小中学生の居場所づくりのために市全

体として、今後どのように進めていこうかとしてい

るのかをお伺いします。これからは、いわゆる部活

動も縮小されていくし、地域移行とかそういう問題

も抱えていると思うんですけども、もう子供は塾へ

行って遊べとは言わない、勉強してくださいよとい

う方針なのか、地域と小中学生が自由にお互いに使

えるということなのか、全体が、この間、議員全員

協議会で示していただいたですけども、ああいう形

で進めていくのかどうか、市全体としてこれからの

子供たちの遊びとかスポーツとか、そういった機会

をどのように提供していこうとしているのか、お考

えをお伺いします。 

○議長（馬場 衛） 教育次長。 

○教育次長（鈴木啓二） お答えします。 

 本市では、小学校、保護者、地域住民、わくわく
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子ども教室、放課後児童クラブなどを委員とした

「湖西市放課後子どもプラン推進事業運営委員会」

を設置し、放課後対策事業について検討をしていた

だいております。また、その団体、クラブ等の連携

も図っていただいているところです。 

 それから、小学生を対象としました少年卓球教室

や中学生を対象とした野球、サッカー、バレーなど、

ジュニアスポーツクラブ事業を実施するなど、子供

たちにスポーツをする場を提供していくことも大切

であると考えております。 

 さらには、学校部活動の地域連携や地域クラブ活

動への移行に向け、「湖西市立部活動地域連携・地

域移行推進協議会」が設置されました。 

 このように、学校、地域、放課後児童クラブ、ス

ポーツ関係団体、文化関係団体も含めた中で、市全

体として子供たちの安全・安心な居場所づくりに取

り組んでまいります。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 土屋和幸君。 

○11番（土屋和幸） ありがとうございます。いろ

いろやっていただいてい、本当に結構だなと思うん

ですけども、そういった中で、こういった市が何か

やろうとしたときに、継続性っていうのが物すごく

大事なんですけども、そういった継続性を保つため

にはやはり金銭的な援助とか、そういった専門的な

知識のある人を育成していくとか、そういったこと

も当然その協議会の中ではやっていただけるとは思

うんですけども、途中で嫌になってさじを投げられ

ても困るので、それともう一つは、これは卓球教室

でも野球でもそうだけども、平日とか日曜日とか、

それとか保護者の送迎とかそういったものはどんな

ふうに考えているんですか。 

○議長（馬場 衛） 教育次長。 

○教育次長（鈴木啓二） 教育次長。 

 お答えします。 

 今、小学生の教室とかのことを言われたかと思い

ますので、そのことでお答えさせていただきますけ

ど、とりあえず、今のところ送迎だとかは保護者の

方にやっていただいているのが実情かなと思ってお

ります。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 土屋和幸君。 

○11番（土屋和幸） 市もそこまで面倒見切れない

というのも分かるんだけども、例えば湖西のスイミ

ングスクールなんかも送迎していたりするので、そ

ういうお金もうけでもないのにお金を、送迎のバス

を出すのもなかなか大変だなとは思うんですけども、

そういうふうに保護者が送っていけたり迎えにいっ

たりする人はいいんだけども、そういう人たちのこ

とも考えていただけたらなと、すぐではないんです

けどもそんなふうに思います。 

 以上で、私の質問は終わります。 

○議長（馬場 衛） よろしいですか。 

○11番（土屋和幸） 結構です。ありがとうござい

ました。 

○議長（馬場 衛） 以上で、11番 土屋和幸君の

一般質問を終わります。 

───────────────── 

○議長（馬場 衛） 次に３番 寺田 悟君の発言

を許します。 

  〔３番 寺田 悟登壇〕 

○議長（馬場 衛） それでは、３番 寺田 悟君。

○３番（寺田 悟） ３番 寺田 悟です。よろし

くお願いします。 

 大きく３つ質問させていただきます。 

 まず１つ目です。小中学校におけるいじめ問題対

策について。 

 質問しようとする背景や経緯。 

 全国的に小中学校における生徒同士のいじめ事案

については減少傾向にあるものの、根絶するまでに

は至っておらず、中には傷害事件や殺人事件などの

刑事事件に発展するケースもあり、被害者生徒とそ

の家族並びに加害者生徒とその家族の生活と、将来

が一変するばかりか、同級生や他在校生の心身への

影響など、その社会的反響は大きく、近い将来、そ

の小中学校へ通うこととなる子供たちとその保護者

にとっては大きな不安要因であり、決して他人事で

はなく、身近で重大な問題として関心の高い案件と

言えます。 

 ましてや、いじめ事案に対する学校側の不適切な
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初期対応により、被害者生徒にさらなる心身への負

担を強いたり、加害者生徒を放置することによって

いじめ行為がエスカレートしたり、別の被害者生徒

を生むなど、いじめ事案の拡大や連鎖があってはな

らないことだと考えます。 

 心身の成長過程にある小中学生は、思春期や反抗

期と重なる生徒もあり、個々の心身のバランス状態

に応じたきめ細かな対応が必要であり、かつ専門的

な知識を要します。 

 このような状況を踏まえて、いじめの早期発見や

未然防止に向けた市の今後の対応を明確にすること

により、子育て世代家族の不安解消及び小中学校に

おけるいじめ事案の根絶に資するものと考えます。 

 質問の目的。 

 現在の小中学生、同子育て世代である親、小中学

生の祖父母などの市民に対して、市、教育委員会、

各学校のいじめ問題への対応方針や具体的な方策な

どの真摯な取組姿勢を明らかにすることにより、湖

西市が安心して子育てできる教育環境と、問題解決

への積極的な組織体制ができていることを認知して

いただくとともに、若者世代へ安心・安全な教育環

境にある職住近接を推進することを目的としていま

す。 

 １問目よろしいでしょうか。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○３番（寺田 悟） 第１、いじめ事案は被害者生

徒に寄り添った迅速・適切な初期対応が重要だと考

えますが、現在、湖西市内には６つの小学校と５つ

の中学校があります。いじめ、またはいじめが疑わ

れる事案の発生時、もしくは認知時における現場学

校から市教育委員会、市、関係機関への報告体制、

対応方針や具体的な対応要領、専門家の配置などに

ついてお答えください。 

○議長（馬場 衛） 登壇して答弁をお願いいたし

ます。教育長。 

  〔教育長 渡辺宜宏登壇〕 

○教育長（渡辺宜宏） お答えをいたします。 

 今、多くの内容が入っていますので順を追ってお

話をしていきたいなというふうに思います。 

 学校は、まずいじめの定義に照らし合わせて軽微

なものでも毎月の生徒指導報告で教育委員会に報告

をしております。それ以外に、緊急に対応する事案

やいじめ重大事態のおそれがある事案については、

早急に教育委員会へ報告することとしております。 

 重大事態に陥った場合、教育委員会から市長へ報

告するとともに、学校へ適切な対応するよう判断・

指示をいたします。 

 経過や結果については、随時、学校と情報共有を

し、市長へ報告する流れとなっております。 

 対応指針としては、湖西市いじめの防止等のため

の基本的方針が策定されております。 

 学校では、定期的に校内いじめ防止対策委員会を

開催し、適切に対応するための役割等を分担し、情

報収集や指導に当たっております。 

 校内いじめ防止対策委員会には、スクールカウン

セラーとか、スクールソーシャルワーカーが参加を

して、複眼的な視点をもっていじめ事案に対応して

協議をするよう、方針を示しているところでありま

す。 

 以上であります。 

○議長（馬場 衛） 寺田 悟君。 

○３番（寺田 悟） 回答いただきありがとうござ

います。ちゃんとした体制づくりがされていて、適

宜迅速な対応ができるということで安心しておりま

す。 

 いじめ事案とはっきりしたものが発生すればすぐ

それは分かるんですけども、そういう疑いのある事

案についても同じように適切な、迅速な対応をよろ

しくお願いしたいと思います。 

 ２番目よろしいでしょうか。 

○議長（馬場 衛） ２番目ですね、どうぞ。 

○３番（寺田 悟） ２番目、いじめ事案の根絶は

一朝一夕に行えるものではなく、教育者側の知識・

意識の改革はもちろんのこと、当事者である子供た

ち、小中学生への持続的な道徳教育、具体的事例を

挙げた年代別の分かりやすい解説と理解の継続が重

要だと考えますが、未然防止に向けた教育者側と生

徒側、両者への具体的な対策やいじめ問題対策方針

に関する改善点をお答えください。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 
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○教育長（渡辺宜宏） お答えをいたします。 

 いじめの未然防止には、日頃から児童生徒の人権

意識、共生意識を高めていくことが大切であるとい

うふうに考えております。 

 対策としましては、児童生徒に対しては具体的な

行動を明示したり、あるいは日常生活の中で事例を

挙げたりして、様々な場面でいじめに対して考える

時間を設けております。 

 また、静岡県の教育委員会が作成している人間関

係プログラムを実施し、自己理解や他者理解に生か

しているところであります。 

 教員については、児童生徒が人権意識や共生意識

を育むことができるように、挨拶だとか声かけだと

か励ましだとか称賛だとか、事業あるいは行事を通

した個や集団への働きかけ、こういった発達支持的

な生徒指導を行うよう、周知を図っているところで

あります。また、チェックシート等を活用し、教員

の人権意識を振り返る機会、これも設けております。 

 いじめ問題対策の方針に関する改善点としまして

は、弁護士や心理士を講師とした教職員のいじめ理

解と対応力向上を目的とした研修会の実施、あるい

はいじめ早期発見のためのいじめアンケートの見直

し等、こんなことを行っているところであります。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 寺田 悟君、いかがですか。 

○３番（寺田 悟） 授業だけではなくて、いろん

な機会を捉えて、生徒にそういった問題について分

かりやすく教えていただいているということで、生

徒たちもそれを継続していただければと思います。

また、先生方も新しい先生、また年配のベテランの

先生、そういった方も継続的な指導、そういう機会

を設けていただければと思います。ありがとうござ

います。 

 ３点目よろしいでしょうか。 

○議長（馬場 衛） ３点目、どうぞ。 

○３番（寺田 悟） ３つ目です。地方公務員法第

28条（分限処分）第１項第３号に、「その職に必要

な適格性を欠く場合」、同法第29条（懲戒処分）第

１項第２号に「職務上の義務に違反した場合又は職

務を怠った場合」に、その程度に応じて定められた

個人に対する各処分がありますが、現場学校側及び

指導・監督する立場にある教育委員会側に不適切な

対応、または重大な過失があった場合の処分はある

のか、お答えください。 

○議長（馬場 衛） 総務部長。 

○総務部長（田内紀善） お答えします。 

 それぞれの任命権者が処分すべきと判断すれば、

それぞれの任命権者が処分することになります。 

 したがいまして、現場学校職員など県教職員であ

れば県の教育委員会が判断することになります。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 寺田 悟君。 

○３番（寺田 悟） そうすると、先生の場合、教

職員の場合は県が処分の権限があると、それ以外の

市職員の場合は市のほうに権限があると、そういう

理解でよろしいでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 総務部長。 

○総務部長（田内紀善） お答えします。 

 そのとおりでございます。 

○議長（馬場 衛） 寺田 悟君。 

○３番（寺田 悟） よく分かりました。ありがと

うございます。 

 じゃあ、４つ目よろしいでしょうか。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○３番（寺田 悟） じゃあ４つ目、今年４月１日

にこども家庭庁が発足し、同日、こども基本法が施

行されました。当市においてもこども未来部が新設

され、子供ファースト、子育て支援の考え方を基に

充実した各種施策を行い、近年の危機的な少子化及

び人口減少の中、子育て世代の移住定住を促進すべ

く、市長旗振りの下、職住近接を掲げて一丸となっ

て取り組んでいるとこでもありますが、今まさに小

中学生の子育て世帯の市民の皆様に対し、いじめ事

案解決及びいじめ事案根絶へ向け、市長部局として

今後どのように対応していくのか、お答えください。 

○議長（馬場 衛） 総務部長。 

○総務部長（田内紀善） お答えします。 

 現在、教育委員会とは別に市長部局でできること

について、先進事例を研究しながらいじめの未然防

止、早期発見に向けた体制を構築できるよう検討し
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ているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 寺田 悟君。 

○３番（寺田 悟） お答えありがとうございます。

今後、期待をしたいと考えております。 

 この質問、いろいろお答えいただきありがとうご

ざいました。 

 教育委員会の皆様、教育現場の先生方皆様の日頃

の御努力や御苦労に大変感謝しております。子供た

ちに接する先生方にゆとりがないと、子供のＳＯＳ

を見逃してしまいますので、先生方自身の働き方改

革も含め、いじめ事案根絶に大変重要だと存じてお

りますので、今後ともよろしくお願いいたします。 

 以上で本質問を終わります。 

○議長（馬場 衛） この項は終わりますね、次へ

進んでください。 

○３番（寺田 悟） じゃあ大きな２つ目、よろし

いでしょうか。被災者支援制度についてお伺いしま

す。 

 質問の背景と経緯。 

 近年の地球温暖化に伴い、世界各地で異常気象に

よる大災害が多発しており、日本においても全国各

地で激甚な災害が発生しています。 

 今年６月には、東海地域に長時間連続の線状降水

帯が発生し、浜松市をはじめ、当市においても各地

域で浸水被害、土砂災害等が発生しました。 

 その際には、市役所関係職員や消防職員が一丸と

なって救出・復旧作業に徹していただき、また災害

現場への臨場調査や迅速な被災者支援サポートをし

ていただき、多くの市民が感謝しているところだと

思います。 

 さらには、危機管理課が中心となって南海トラフ

巨大地震発生に備えた「湖西市津波防災地域づくり

推進計画」を進め、市民の防災・減災意識の向上と

避難施設整備を行っているところであります。 

 こうした大小様々な自然災害に対処するため、日

頃から最悪な事態を想定した備えをすることが重要

と考えますが、冒頭にもお話したとおり、地球温暖

化に伴う異常気象の影響とも考えられる想定外の自

然災害が発生した際に、災害救助法、被災者生活再

建支援法、災害弔慰金法、災害等廃棄物処理事業、

堆積土砂排除事業等の適用に該当した被災者は、国

や市の支援を受けることができますが、該当しなか

った被災者は全て自己負担で復興処理をしなければ

なりません。しかし、個人レベルでの対応が経済的

に困難なケースが多々あり、今現在も不安を抱えて

生活を続けている市民が多くいます。 

 今や、観測史上初とも言われる想定外の雨量によ

り河川氾濫や内水浸水、土砂災害などの自然災害が

発生しています。国が定める法律だけでは、被災者

を救済支援するにも限界があると考えます。 

 平成30年７月、中国地方豪雨で発生した広島市内

土石流災害時、広島市は民有地内の堆積土砂を市の

負担で撤去、令和元年11月、台風19号による大雨で

発生した宮城県丸森町内の河川氾濫やがけ崩れによ

る流出した民有地内の堆積土砂を、町の負担により

撤去した事例があります。 

 このような状況を踏まえ、支援難民とも言える市

民に対し、市として手を差し伸べる必要があると考

え質問いたします。 

 質問の目的。 

 自然災害に対する市の対応及び市民の生命・身

体・財産の安全確保と職住近接を目指す湖西市の市

民に対する安心・安全な暮らしの提供を目的としま

す。 

○議長（馬場 衛） どうぞ、質問に入ってくださ

い。 

○３番（寺田 悟） よろしいですか。１点目、令

和５年６月２日の梅雨前線及び台風２号による連続

発生線状降水帯降雨による湖西市内における市が把

握している被害状況をお答えください。 

○議長（馬場 衛） 危機管理監。 

○危機管理監（山本健介） お答えいたします。 

 本市の被害状況は、建物被害５件、倒木16件、冠

水18件、河川越流４件、土砂崩れ42件、道路陥没２

件、通行止め17か所、側溝の詰まりなど、その他被

害が12件、合計116件であります。幸い、人的な被

害はありませんでした。 

 以上であります。 

○議長（馬場 衛） 寺田 悟君。 
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○３番（寺田 悟） 全部で116件、承知しました。

２番目でよろしいでしょうか。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○３番（寺田 悟） このうち、罹災証明及び被災

証明発行の対象となった件数と実際に申請があって

発行した区分別件数をお答えください。 

○議長（馬場 衛） 危機管理監。 

○危機管理監（山本健介） お答えいたします。 

 罹災証明書は、災害により生じた住家の被害につ

いて証明するもので、今回、対象となった件数は３

件であります。 

 この３件は半壊が１件、一部損壊が２件の合計３

件で、被害の要因につきましては全て土砂崩れによ

るものであります。 

 続きまして、被災届出証明書は住家以外の被害状

況について、市長に届出を行った事実を証明するも

のであります。 

 発行件数は６件で、今回は倉庫やカーポートなど

を対象とした土砂崩れや擁壁の崩落などによるもの

であります。 

 以上であります。 

○議長（馬場 衛） 寺田 悟君。 

○３番（寺田 悟） ありがとうございます。 

 では３番目よろしいですか。 

○議長（馬場 衛） ３番ですね、どうぞ。 

○３番（寺田 悟） ３番目、罹災証明及び被災証

明を受けた方で、公的補助や支援を受けた件数と内

容をお答えください。 

○議長（馬場 衛） 危機管理監。 

○危機管理監（山本健介） お答えいたします。 

 罹災証明書を発行した３件の方全てに対しまして、

静岡県義援金が配分され、そのうち１件の方が湖西

市災害見舞金、ごみ処理手数料の減免、税の減免を

受けております。 

 また、被災届出証明書を発行いたしました６件の

うち１件の方が税の減免を受けております。 

 以上であります。 

○議長（馬場 衛） 寺田 悟君。 

○３番（寺田 悟） 罹災証明受けられた方、全て

受けられていると分かりました。 

 じゃあ、４つ目よろしいでしょうか。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○３番（寺田 悟） ４つ目、住宅には被害がなか

ったものの敷地内に土砂が流入し、その撤去費用等、

現状においては国や県、市の支援対象とならない事

案に対し、市として補助制度を設けるお考えという

のはないでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 危機管理監。 

○危機管理監（山本健介） お答えいたします。 

 被災された方への支援は、まず差し迫った危険か

ら命を守ることや、生活する場所の確保が最優先で

あると考えております。そのため、大規模な災害で

広範囲にわたるような被害が発生した場合につきま

しては、災害救助法の適用を受けるなどにより、被

災者の支援を行うこととなります。 

 御質問のようなケースにおきましても、応急処置

としてブルーシートや土のうを配布するなどの支援

を状況に応じて行っておりますが、住家への被害が

なく命に関わる危険性が低いなど、日常生活が可能

で民地の土砂が民地に流入した場合には、今のとこ

ろ補助制度を設ける考えはございません。 

 以上であります。 

○議長（馬場 衛） 寺田 悟君。 

○３番（寺田 悟） 対象になった方、支援・援助

の対象になった方はいいんですが、それ以外の方、

市民の方々の中には親や祖父母、先祖代々土地を守

り、湖西市に住み続けている方が多くいます。先祖

代々、長年きちんと市民税を払い固定資産税を払い、

真面目に生活を続けてきた方が、その方々が想定外

の自然災害に見舞われ困っているときに基準に該当

しない、対象とならない、何の支援もできません、

補助もありません、見舞金もありませんというのは

あまりにも酷だと感じるのですが、私も微力ながら、

一議員として県や国に制度の拡充を働きかけていき

たいと考えています。市、そして市長にも県や国に

対し、強く改善要望をしていただけたら大変ありが

たいというふうに考えます。この点、市長から一言

お答えいただけるんであれば、市長からもメッセー

ジをいただきたいんですが、よろしいでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 市長。 
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○市長（影山剛士） お答え申し上げます。 

 あの、やっぱり災害に対しての被災された方への

支援というのは、これは市でできること、県が行っ

ていただくこと、国として行っていただくこと、さ

っきの災害救助法の話も出てきましたけれども、そ

ういった枠組みの中でやっていくべきだと思います

ので、それぞれやっぱり被災された中身にもよりけ

りかと思います。その中で、やっぱりもっとこれは

拡充すべきだというものであれば、国や県への働き

かけもやっていかなければなりませんし、やはりそ

の国や県がやらなくて市ができることっていうのは、

どうしても限界があってそちらのほうにお願いする

ものですから、そういう中でやっぱり連携をしなが

ら一緒に考えていけたらというふうに思っておりま

す。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 寺田 悟君。 

○３番（寺田 悟） ありがとうございます。市民

が市を支えています。市民あってこその湖西市です

ので、湖西市民の安心・安全な暮らしを守るのが行

政だと思っております。 

 被災された方々に漏れなく、行政支援ができる制

度の実現を目指していきたいと考えておりますので、

よろしくお願いいたします。 

 大きな３つ目よろしいでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 主題３ですね、どうぞ。 

○３番（寺田 悟） 主題３、自治会要望の処理状

況について。 

 質問の背景と経緯。 

 自治会は、地縁を通じた地域のコミュニティであ

り、日常生活における住民相互の連絡など、地域的

な共同活動を行い、地域社会において相互扶助の精

神に基づき、重要な役割を担っていますが、近年の

少子高齢化、人口減少、核家族化、外国人居住者等

により自治会への未加入者が増加するなど、地域住

民の連帯意識の希薄化が問題となっています。 

 しかし、東日本大震災や各地の豪雨災害等におい

て、地域住民がお互いに助け合う共助を通じて、地

域コミュニティの役割や重要性が再認識されました。 

 湖西市においても、いつ発生してもおかしくない

南海トラフ巨大地震に備え、自治会などの地域コミ

ュニティ機能の向上と、市の連携・協力が必要不可

欠と考えます。 

 先日９月３日に行われた静岡県総合防災訓練では、

多くの市民の方々に積極的に参加していただきまし

たことを、この場をお借りして感謝申し上げます。 

 現在、湖西市には41の自治会があり、毎年、各自

治会から市に対し、住民要望をまとめた要望書が提

出されています。 

 その内容は様々で、早期実現可能なものもあれば、

予算を組み、期間をかけて行わなければならないも

のもありますし、市ではなく県や国の関係機関へ連

絡、引き継ぎすべきものもあります。そうした地域

要望に対し、市行政として誠実に対応し、早期実現

可能な案件は早期に実現し、期間を要するものは丁

寧な経過説明をすることにより市民の信頼を得ると

ともに、市民と行政の絆をより深めるものと考えま

す。 

 質問の目的。 

 市民に豊かで便利な暮らしを届けるとともに、自

治会の必要性や重要性を再認識してもらうために、

自治会から提出された要望書の内容と処理状況を明

らかにし、市民、自治会、市の連携・協力及び信頼

関係の強化を図ることを目的としております。 

 １つ目よろしいですか。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○３番（寺田 悟） 質問の１つ目、過去５年間の

要望件数と処理状況件数の推移をお答えください。 

○議長（馬場 衛） 都市整備部長。 

○都市整備部長（小倉英昭） お答えいたします。 

 土木課への要望件数ですが、平成30年度は要望件

数351件に対しまして実施件数が234件、執行率は

66％となっております。令和元年度には要望数が

314件、実施数が228件、執行率は73％、令和２年度

は要望数が300件、実施数が222件、執行率は74％、

令和３年度は要望数が304件、実施数が221件、執行

率は73％、令和４年度は要望数257件、実施数が220

件、執行率は86％という結果でございます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 寺田 悟君。 
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○３番（寺田 悟） ありがとうございます。大変

執行率が７割から８割ということで、高い水準でし

ていただき、積極的に処理していただいているとい

うことがよく分かります。 

 ２つ目よろしいでしょうか。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○３番（寺田 悟） ２つ目、長期にわたり要望が

あるにもかかわらず、未処理になっている案件内容

とその理由をお答えください。 

○議長（馬場 衛） 都市整備部長。 

○都市整備部長（小倉英昭） お答えいたします。 

 毎年、継続的に要望書が提出されますが、多大な

事業費を必要とするものや地権者の理解が得られな

いなど、様々な理由で実施に至ってないものがござ

います。 

 具体的な例を挙げますと、岡崎中学校入り口の商

店（ハッチ）から前向公園のほうに下る市道岡崎本

線の道路拡幅が挙げられます。 

 整備延長が約800メートル、道路用地の取得や建

物などの補償があり、事業費が多大となるため事業

化には至っておりません。しかしながら、この路線

は通学路の指定があり、一部の区間では道路幅員が

狭くなっていることから、当面の安全対策としまし

て、これまで外側線の引き直しや路肩の確保、通学

路であることを促すための路面標示の設置など、限

られた予算の中で実施をしてきております。 

 また、本年度は公安委員会との協議により、横断

歩道を設置するとともに、速度低下を促す看板の設

置をしていく予定でございます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 寺田 悟君。 

○３番（寺田 悟） 要望があるにもかかわらず、

やはり長期未実施になるには、それなりの理由があ

るということですが、できるだけ計画的に、皆さん、

地元の方の理解を得て進めていただきたいと思いま

す。 

 ３つ目よろしいでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 寺田 悟君。 

○３番（寺田 悟） どうぞ。 

 では３つ目、要望書を提出している各自治会への

処理結果や未処理理由の説明の時期と方法をお答え

ください。 

○議長（馬場 衛） 都市整備部長。 

○都市整備部長（小倉英昭） お答えいたします。 

 自治会への要望に対する回答につきましては、例

年秋頃行っております。 

 実施の可否の決定方法につきましては、提出され

た要望に対しまして全ての現場を確認し、緊急性、

公共性、地元の協力性、費用効果の４項目につきま

してＡＢＣＤのランクづけを行うとともに、自治会

からつけていただきました優先順位、こちらのほう

も勘案して総合的に評価をしているところでござい

ます。 

 また、それらの結果につきましては、報告書面を

作成した後に、対面による説明を基本としまして各

自治会長に１案件ごと丁寧に説明させていただいて

いるところでございます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 寺田 悟君。 

○３番（寺田 悟） 秋頃に処理結果を伝えるとい

うことでよろしいわけでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 都市整備部長。 

○都市整備部長（小倉英昭） 今、整理のほうが最

終段階に入っておりまして、市長決裁を経た後、自

治会のほうに回答を差し上げるというところでござ

います。 

○議長（馬場 衛） 寺田 悟君。 

○３番（寺田 悟） よく分かりました。各自治会

に丁寧な説明と理解を、行ったときによろしくお願

いいたします。 

 終わりに、各自治会から毎年提出される要望書に

は、地域住民の生活に密着した身近な困り事が多く

あります。市として、目玉となる大きな公共事業や

待ったなしの重要案件があることも十分に承知して

おりますが、比較的低コストで早期実現可能な案件

は早期に着手実現し、市民の信頼と幸福感の向上に

努めていただきたいと考えております。 

 本件で本質問は終わります。どうもありがとうご

ざいました。 

○議長（馬場 衛） 以上で、３番 寺田 悟くん



７０ 

の一般質問を終わります。 

 ここで暫時休憩とさせていただきます。再開は11

時10分とさせていただきます。 

午前10時56分 休憩 

───────────────── 

午前11時10分 再開 

○議長（馬場 衛） 休憩を解いて会議を再開いた

します。 

 一般質問を行います。 

 次に、15番 荻野利明君の発言を許します。 

  〔15番 荻野利明登壇〕 

○議長（馬場 衛） それでは、15番 荻野利明君。 

○15番（荻野利明） 15番 荻野利明です。私は、

日本共産党を代表いたしまして一般質問を行います。

今回も２つの点について質問をいたします。 

 まず１点目、不登校問題について質問を行います。 

 質問しようとする背景や経緯。 

 不登校は引き続き深刻な問題です。不登校の子供

が再登校したり、社会に出るまでに長い時間がかか

る場合もあり、子供や家庭の苦悩は一通りのもので

はありません。心に負担を持ったまま、社会的ひき

こもりとなるケースもあります。不登校の広がりは

学校や社会、家庭が子供にとって息苦しい場になっ

ていることのあらわれです。 

 質問の目的。 

 この不登校問題を、子供が安心して育つことので

きる社会を築く上での大切な課題として考え、解決

していく必要があります。 

 質問事項です。１点目、現在、不登校の児童生徒

の現状はどうなっているのか、教えてください。 

○議長（馬場 衛） 登壇して答弁をお願いします。

教育次長。 

  〔教育次長 鈴木啓二登壇〕 

○教育次長（鈴木啓二） お答えします。 

 文部科学省では、不登校の定義を「何らかの心理

的、情緒的、身体的あるいは社会的要因背景により、

登校しないあるいはしたくてもできない状況にある

ために、年間30日以上欠席した児童生徒」としてい

ます。 

 令和４年度の不登校の人数は小学校で73名、中学

校で93名となっております。 

 令和５年度では、４月から７月までの数値となり

ますが小学校で30名、中学校で62名となっています。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 荻野利明君。 

○15番（荻野利明） 非常に多いですね、本当に。

我々の頃はそんな、学校の中でも１人いるかいない

かぐらいだったのが、今こうして90人、70人とあま

りにもひどいなというふうに感じます。 

 それでは２点目。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○15番（荻野利明） こうした不登校、何が原因だ

と考えているのか、教育委員会として。その辺を教

えてください。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） お答えをいたします。 

 不登校の理由としては、登校の意思があるけども

漠然とした不安を覚え、登校できないということが

多くなってきております。また、本人や保護者と話

をしても理由がはっきりしない、何だかよく分から

ないけど学校へ行きたくないというような事柄が増

加しております。 

 この理由として、不登校の理由は複合的であって

教員が本人や保護者と関わる中で、人間関係あるい

は遊び、非行、無気力など原因が特定しにくい場合

が多くあることです。 

 また、全国的な傾向として不登校は増加をしてい

るというのは事実だと思います。原因はって言われ

ると、私的にはコロナ禍による一斉休校や、あるい

は学校行事が制限されていた、あるいは給食も黙食

であるということで、確かに子供たちが学校が楽し

い、わくわくするというような事柄がコロナ前とコ

ロナ後で多少変わってきている、減っているいうこ

とが影響しているのではないかなというふうに考え

ております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 荻野利明君。 

○15番（荻野利明） そう聞くと、コロナのせいに

するというのはちょっとどうかなとは思うんですけ

ども、原因が分からないというのが実情だというこ
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とですよね、じゃあ学校はどうやって対応するんで

すか、これ。いいですか。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） お答えします。 

 次の問題に多少関わってしまいますけどよろしい

ですか。 

 湖西市には、不登校の適応指導教室ということで

チャレンジ教室がございます。これは、とにかく朝

起きて一応勉強をして、給食を食べてっていうとこ

ろまで生活習慣を元へ戻す、いろいろな時間帯がず

れているのを戻して、最終的には学校生活が送れる

ような形にしたいというふうなことでチャレンジ教

室、こういったものをやっております。 

 あと、民間業者とかそういったところでもやっぱ

りルクラだとかＵＧＯ学院といったフリースクール

的なところもあって、そういったところへ家から出

ていって多少基本的な生活、そういったことができ

るようにというふうなことで行っている場合もあり

ます。 

 学校の中としては、生徒の気持ちに寄り添って一

人一人の状況に応じて、学習面や小集団による活動

の適応支援を行っております。 

 チャレンジ教室においては、今現在15名ほど一応

在籍をして、常に10名以上来て活動をしているとこ

ろです。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 荻野利明君。 

○15番（荻野利明） じゃあ、一応３番目へ行きま

す。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○15番（荻野利明） ３番目、子供たちにとって学

校だけが居場所ではありません。フリースクールや

フリースペースといった居場所が必要だと思います。 

 市内のこうした状況はどうなっているのか、教え

てください。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） 先ほど３番のほうも少し答

えてしまったんですが、先ほど言ったように民間業

者としては、先ほど述べたようにルクラというとこ

ろとＵＧＯ学院といったフリースクールがあるとい

うふうに聞いております。 

 人数的には、毎日ではなくて月水土とかそういう

ふうな日、あるいは毎日午前中だけだとか午後だけ

だとか、そういったいろいろ変化はありますけども、

今つかんでいる事柄ではルクラが20名在籍をしてい

ると、ＵＧＯ学院が５名というふうに伺っておりま

す。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 荻野利明君。 

○15番（荻野利明） このルクラとかいうのはどこ

にあるんですか。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） ●●●●●●●●●●●●

●●●●。 

○議長（馬場 衛） 教育長、今の発言は取消し。

教育長、取消しなら取り消してください。 

○教育長（渡辺宜宏） 場所を言ってあれですので、

取消しをいたします。市内でやっているということ

でお願いします。 

○議長（馬場 衛） 荻野利明君。 

○15番（荻野利明） 分かりました、取り消したと

いうことで分からないと、私自身。それでいいです

けども、この西部公民館、あそこでもやっています

よね、その辺ちょっと説明、簡単に。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） 西部公民館で行っているの

が、湖西市が行っている不登校の適応指導教室のチ

ャレンジ教室という教室です。これは、先生を退職

された方が２名そこへついて、基本的な勉強だとか

そういった事柄を午前中やりながら、いろいろ運動

もしながら学校のスモール的な活動を行っていると

いうことです。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 荻野利明君。 

○15番（荻野利明） 分かりました。分かったとい

うか、新所原の近くの子供はいいですよね、新居と

か鷲津、あと北部のほうも白須賀はいるかどうか分

かりませんけども、そうした子供たちはほったらか

しですか。ほったらかしって言い方は悪いかもしれ

ませんけども、通ってこれないわけですよね、新所



７２ 

原まで。そういう子供たちはどうするんでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） ほったらかしということで

はありませんけども、電車を使える子供については

電車を使って来ているというのが現状ですし、あと

白須賀だとか北部のほうの子は保護者の方が付き添

って来られたりとか、そういった形で対応させてい

ただいております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 荻野利明君。 

○15番（荻野利明） そうやって考えると少ないで

すよね、不登校の子供の割には。その辺はいいんで

すか。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） 人数的には、入っている子

供が少ないというふうに感じるかなというふうに思

いますけども、子供たち、一応そういう該当者には

全てお話をさせていただいているんですが、とにか

く朝行くのが無理だとか、本人がやりたくないんだ

とか、それよりも家で何かやっていたほうがいいっ

て言う子については、こちらのほうへなかなか通っ

てこれないというのが現状で、全員には一律に声は

かけさせていただいております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 荻野利明君。 

○15番（荻野利明） もっと家の近くにそういった

ところがあれば行けるだろうと思いますので、ぜひ

その辺はもうちょっと広げてほしいなという、これ

要望でいいですけども、お願いをしておきたいと思

います。 

 次に４点目。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○15番（荻野利明） 学校で学べないこうした子供

の教室を、教育を受ける権利、これが学校に行って

いる子供たちと同じように保障される必要がありま

す。 

 市としての対応、幾ら学校へ行きたくない、勉強

なんかしたくないと言っても、市としては、教育委

員会としては、やはり教育を受ける権利というもの

を保障する必要があると思うんです。その辺の対策

というものはどうなっているのか、教えてください。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） お答えをします。 

 学校へ来られない子、教室へ入られない子いろい

ろいると思うんですが、まず学校に足が向く、教室

に入れないけど、みんなと一緒に勉強できないけど

も、学校へは歩いて来られるという子については、

校舎内の相談室などで学習機会の確保をしていると

いうところです。 

 また、先ほども申し上げたように、そういうこと

ができればチャレンジ教室へ行ってみんなと、多く

の人数と関わるということもできようかなというふ

うに思います。 

 それ以外というんですか、まず家を出られないと

いう子供については、定期的な家庭訪問、これを担

任のほうでしまして、授業で使った教材だとかプリ

ント類、こんなものを渡して、また次のとき行った

ときにやったものを出してもらって、見てまた返す

というふうな形で学校のほうとしては対応しており

ます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 荻野利明君。 

○15番（荻野利明） いろいろやられているのは分

かったんですけども、それ成果上がっていますか。

成果、具体的に、子供が学校へ行けるようになった

とかそういったことはあるのか。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） なかなか成果というのはな

かなか出ないわけですけども、例えばチャレンジ教

室に通っている子がいます。その子が昼から学校で

給食を食べられるようになったとか、そのうちに学

校へ出られるようになった、中には通信教育の高等

学校へ進学したというふうな子供も出ております。

ですので、全員が全員というわけではありませんけ

ども、何人かはそれで助けられているというふうに

思っております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 荻野利明君。 

○15番（荻野利明） この不登校の問題、いじめも

同じかもしれませんけども、なかなか原因も分から
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ない、どう対応していいのかも分からないと、本当

に大変だと思いますけども、少しずつ努力して何と

か不登校の子供というのを減らしていっていただき

たいということをお願いをしまして、この項の一般

質問を終わります。 

 じゃあ２点目。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○15番（荻野利明） ２点目は、ソニーの湖西工場、

この閉鎖の影響について、湖西市としてどう捉えて

いるのか、この点を質問したいと思います。 

 ソニー湖西工場が閉鎖するとの報道がありました。

湖西市にとっては、大きな損失になると思います。

また、ソニーで働く従業員やあの広い土地の処分が

どうなるのか、こうした点も気になるところです。

市当局がこの問題をどう捉えているのか、まず伺い

たいと思うわけです。 

 質問の目的。 

 湖西市にとっても従業員にとっても大きな問題、

この問題を当局がどう捉えているのか、お聞きをい

たします。 

 質問事項１、ソニー湖西工場閉鎖、移転の影響を

市当局はどう捉えているのか教えてください。 

○議長（馬場 衛） 産業部長。 

○産業部長（太田英明） お答えをします。 

 市内企業には、雇用の創出やこれまでも様々な地

域活動など、日頃の地域貢献に大変感謝をしており

ます。 

 工場の閉鎖につきましては、企業の経営判断でや

むを得ないと考えておりますが、その上で閉鎖の影

響が大きくならないよう、雇用や土地活用につきま

してコミュニケーションを取りながら、市といたし

ましてもできる対応をしていきたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 荻野利明君。 

○15番（荻野利明） 先ほども言いましたけども、

例えば市内に住む従業員いると思うんですけども、

こうした人たちに対してソニーはちゃんと、どこか

行くというのは分かるんですけども、それについて

いけない市内の従業員、例えば子供の学校の関係で

行けないとか、そういったこともあるかと思うんで

すけども、どこまで責任持って対応してくれるんで

すか、ソニーさんは大企業ですから。 

○議長（馬場 衛） 産業部長。 

○産業部長（太田英明） お答えをします。 

 正社員の皆さんが原則、370名ほどいらっしゃる

とお伺いしておりますけども、そちらについては愛

知県の幸田町のほうの工場のほうに移るというふう

に伺っております。 

 また、契約社員とか派遣社員の方も280名程度お

られるというふうに聞いていますけども、その処遇

につきましては、まだこちらのほうとしては把握で

きておりません。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 荻野利明君。 

○15番（荻野利明） 大企業の割に冷たいなと、言

っちゃあ失礼かもしれませんけども、最後までは面

倒を見ないわけですね。正社員の方はそっちのほう

へ行ったとしても、非正規で働く人たちは簡単に言

えば首を切られちゃうわけですよね、そういう人た

ちどうするんですか、市としてもほっとくんですか。

どうぞ。 

○議長（馬場 衛） 産業部長。 

○産業部長（太田英明） お答えをします。 

 市としては、なかなかそういった御相談というの

はこちらのほうにまだ入っていませんが、市として

もできるところを支援をしていくというようなとこ

ろで、また相談がございましたらそういった雇用の

問題とかそういったところにも相談は、できるとこ

ろはしていきたいと思いますが、またほかにもいろ

いろ市内企業さんのほうで雇用の問題でお困りのと

ころっていうかそういったところもありますので、

市内企業のほうにも多分そういった、皆さんのほう

へ話もあるのではないかなというふうに思っており

ます。もし、こちらのほうで御相談があれば、でき

るだけ対応していきたいというふうに思っておりま

す。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 荻野利明君。 

○15番（荻野利明） ぜひそうした非正規の皆さん、
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市のほうでできる限りのことをやっていただきたい

というふうに思います。 

 それともう一点、あそこの用地、あれどこかが来

てくれればいいですけども、どうするのか聞いてい

ますか、ソニーさんのほうから、用地。 

○議長（馬場 衛） 産業部長。 

○産業部長（太田英明） お答えをします。 

 まだ、その用地につきましては今の段階では未定

というふうにお聞きをしております。 

 企業の皆様、これまでも先ほど言っていたように

いろいろ民間、企業間で取引のほうというところが

行われるものというふうに考えておりますので、市

としてこちらのほうからっていうようなところは考

えておりません。 

 今後も引き続き、この土地がモノづくりの場所と

して利活用されていくというふうなことを期待をし

ております。 

 土地のほうは、住宅地のほうに近いということも

ありまして、その後につきましてはいろいろできる

ところ、工場を閉鎖して撤去する企業とか、今後の、

できるところ、できないところというのがあります

ので、そういったところは御相談には乗るような形

で取っていきたいと思っています。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 荻野利明君。 

○15番（荻野利明） 市長、得意な企業誘致であそ

こへどっか持ってこれませんか。 

○議長（馬場 衛） 市長。 

○市長（影山剛士） お答え申し上げます。 

 部長からもお答えさせていただいたんですけど、

まずはこの前の報道を受けても、やはりこれまでの

雇用の創出もそうですし、地域貢献というのはすご

く大きいものがあったと思いますので、そこは感謝

を申し上げたいと思っておりますし、やはり今荻野

さんおっしゃるようなこれからの雇用とか、まさに

土地もそうですね、今、一言でいえばまだ未定です

としか申し上げられませんが、やはり人材について

も土地についても引き合いはいただいているという

ふうに聞いていますので、そこは我々も当然側面支

援という形にはなりますけれども、引き続き推移を

見守りながら、そこは連携して行っていきたいとい

うふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 荻野利明君。 

○15番（荻野利明） 分かりました。ぜひ、あの土

地を無駄にしないように、そして従業員の皆さんも

路頭に迷わないように、市のほうでバックアップし

ていただきたいということをお願いをして、私の一

般質問を終わります。 

○議長（馬場 衛） 以上で、15番 荻野利明君の

一般質問を終わります。 

───────────────── 

○議長（馬場 衛） 次に、17番 神谷里枝さんの

発言を許します。 

  〔17番 神谷里枝登壇〕 

○議長（馬場 衛） それでは、17番 神谷里枝さ

ん。 

○17番（神谷里枝） 17番 神谷里枝でございます。

通告に従いまして、湖西市立小中学校の再編につい

て一般質問を行います。 

 質問しようとする背景や経緯でございますが、教

育施設の老朽化や家庭内における働き方の変化によ

り、教育施設を核とした地域活動の拠点を各エリア

に配置することで、それぞれの地域を活性化すると

した教育施設地域拠点構想が平成28年11月に公表さ

れ、住民説明や意見交換会も開催されました。 

 中でも、北部と白須賀地区では、児童生徒数の急

激な減少が見込まれ、子供たちにとってよりよい教

育環境を整えるべく、令和３年２月開催の湖西市総

合教育会議において、「急激な少子化の進行を考慮

し、小中学校の適正な規模や配置の在り方の検討が

必要である」とされ、湖西市立学校教育施設適正化

検討委員会を設置、議論された内容を基に令和４年

５月から地域住民や保護者との意見交換会を重ね、

御理解を得ようと担当部局は努められてきました。 

 このような経過を経て、令和５年２月の総合教育

会議での御意見を踏まえ、３月に子育て世代へのア

ンケートを実施、それまでに出された意見やアンケ

ート結果を踏まえ、令和５年５月に「湖西市立小中

学校再編方針」が策定され、これを基に北部・白須
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賀地区での住民説明、また意見交換会の開催、そし

て７月15日発行の広報こさいに、「湖西の小中学校

のこれから」と題し、再編方針が公表されました。 

 さらには、９月より再編方針を基に学校再編検討

委員会を設置し、「学校再編基本計画」の策定に取

り組むとのことであります。 

 そこで質問の目的でありますが、住民説明会や意

見交換会の席上での理解や歩み寄りが感じられない

中、子供は間違いなく日々成長しており、早急に対

応できる問題ではないので、早く方針を明確にする

ことは賛同できますが、湖西市立小中学校再編方針

が確定されたという認識が、子育て世代や各関係者

に伝わっているのか、また発達障害や不登校の児童

生徒への配慮も検討されたのかなど疑問が多く、確

認とともに、この先どのように事業進捗が図られて

いくのか伺いたく、質問させていただきます。 

 質問事項、まず１点目、教育施設地域拠点構想に

ついてであります。 

 ①全ての幼稚園を認定こども園にするとあります

が、幼稚園は存続するとの答弁を以前いただいてお

ります。見込み園児数や空き教室への活用について、

方針転換があればお伺いいたします。 

○議長（馬場 衛） 登壇して答弁をお願いいたし

ます。教育長。 

  〔教育長 渡辺宜宏登壇〕 

○教育長（渡辺宜宏） お答えをいたします。 

 鷲津幼稚園は、現在、定員260人に対して令和５

年５月１日現在で112人が在籍をしております。 

 学区内の対象児童のうち、約34.8％が就園をして

おり、今後も園児数は100人程度で推移するという

ふうに見込んでおります。 

 保育室につきましては、１階と２階に各５教室、

５室ずつ、計10室あり、そのうち通常の保育室が６

室、一時預かりの保育室が１部屋、保護者の使用す

るボランティア活動室が１部屋、多目的に使用する

プレイルームが２部屋と、全ての保育室を有効に今

活用をしているところであります。 

 公共施設再配置個別計画において、鷲津幼稚園は

保育需要の変化に合わせてこども園化を検討すると

いうふうにしており、この方針には変わりはありま

せん。 

 こども園化するためには、乳児用保育室の整備や

給食室の新設、保育教諭の増員などが必要となりま

すが、今後につきましては保育需要、これを注視し

ながら時代に合わせて臨機応変に対応してまいりた

いというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） ご答弁ありがとうございます。

拠点構想とか適正配置の中でもそうなんですけども、

一応市内の公立幼稚園、新居・岡崎・鷲津幼稚園を

幼保連携型の認定こども園に移行し、３園にするこ

とが望ましいとかありますけども、ただいまの答弁

のように、園児数の動向や社会情勢を見極めながら

検討していくということですので、全く保育室の整

備とかいろいろ出てくるかもしれませんが、公立の

鷲津幼稚園については、今後の状況によってはまだ

幼保連携型の認定こども園になっていく可能性もあ

りますよという認識を、持っていてよろしいでしょ

うか。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） そのとおりでございます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） ありがとうございます。 

 では、今年度からでしたか、新所幼稚園の子たち

が知波田幼稚園のほうに通うようになっております。

知波田幼稚園についてはどのようにお考えですか、

お伺いします。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） 北部については、非常に保

育事情がその当時と大分変わってきています。例え

ば、１園は北部にある１つの保育園については令和

６年度に閉園するというふうなこともございました

し、少しずつまた子供を保育する状況が変わってき

ています。ですので、今後その北部地域の幼稚園部

の需要、あと北部地域でこども園の状況、私立を含

めてこども園の状況、こんなところを見極めながら、

また北部については考えていきたいというふうに思

っております。 
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 以上です。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 適正化検討委員会の御意見と

しては、いずれは今の御答弁で北部地域を岡崎方面

のほうへ含めるっていう考え方も、ありと私も認識

しているんですけども、まずここしばらくという表

現か何て言っていいか分かんないんですけども、ま

ずは知波田幼稚園に関しましては現状維持で、推移

を見ながら検討していくっていう理解でよろしいで

すか。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） 現時点ではということで申

し上げたいと思います。 

 今の知波田幼稚園は、年少がゼロになっています。

ただし、今度、来年入ってくる子供については募集

しているわけですが、５人以上もう出てきています

ので、ちょっと状況を見て次の判断をしていきたい

なというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） ありがとうございます。本当

に見極めっていうか、難しい時期だとは思います。

重々承知しておりますが、一応確認させていただい

ております。 

 では２番目の質問。 

○議長（馬場 衛） ２番ですね、どうぞ。 

○17番（神谷里枝） 地域エリア化を核に構想が図

られたと思いますが、教育施設の地域拠点構想の有

効性や見直す必要性はないのか、お伺いします。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） 拠点構想については、議員

御指摘のとおり市内を５つのエリアに分けて、教育

施設を核とした地域活動拠点づくりの方向性と計画

案を示したものでございます。 

 これ先ほども話がありましたけど、平成28年度時

点での構想でありました。 

 計画案のうち、岡崎幼稚園と新居幼稚園の認定こ

ども園化は実現をしております。給食センターの建

設と小中学校の一体型施設の建設着手は、現在、進

行しているところであります。 

 拠点構想については、教育施設の今後の目指す姿

を示したものであり、有効性があったものというふ

うに認識はしております。 

 しかし、構想を実現していく過程で、保育料のま

ず無償化があった、民間保育園の開園が鷲津地区に

はあったと、あるいは想定外の少子化が進んできた

と、構想策定当時とは想像できなかった事態が発生

をしております。このような時代の流れに合わせて、

湖西市立小中学校再編方針などの新たな個別計画を

策定していることから、拠点構想についてはもう役

目を果たしたものというふうに認識をしております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） ありがとうございます。今の

教育長の答弁で、ある意味すっきりできていく部分

もあるかなと自分では思っております。今の御答弁

のように、つくった時点から急激に変化をしてきて

いるということもありますし、また小中一体型も進

行中ですよという御答弁でしたけども、今予算等を

見ていますと標準規模中学校があるところにおいて

は、施設の一体化を目指すんではなくて、長寿命化

対策で進めるための予算も計上しております。だか

らこのようなことからも、構想があると余計に住民

の理解も得られずらいし、特に私はなかなかどっち

を優先して考えればいいのか分かりませんでしたけ

ども、とにかく市が進める施策に対しましては、住

民理解がより得られやすくなるような情報提供とい

うのがすごく大事かなと思いますので、まず今回は

教育施設地域拠点構想は一応役目といいますか、そ

れは終わりましたという表現がいいのかどうか分か

りませんが、理解いたしました。ありがとうござい

ます。まず一つ整理ができました。 

 次いいですか。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○17番（神谷里枝） 大きな２番目になります。湖

西市立小中学校再編方針についてであります。 

 ①令和５年５月に、湖西市立小中学校再編方針が

公表されましたが、市民への周知はどのように行わ

れ、どのような反応があったのか、お伺いします。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 
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○教育長（渡辺宜宏） お答えをいたします。 

 湖西市立小中学校再編方針は、市のウェブサイト

にて公開をしており、６月には白須賀地区、北部地

区に、これからの小中学校についての意見交換とい

うことで実施をしてまいりました。また、広報こさ

い７月15日号にて周知しているところであります。 

 引き続き、これから小学校、園を訪問し、学校再

編について保護者の皆様へ丁寧に説明をしていきた

いと思っております。 

 どのような反応があったかということであります

けども、子育て世代の方からは子供たちが大人数で

様々な人と出会うことができて、コミュニケーショ

ン能力を育んでいけるよう、これからの子供たちの

ために学校再編を早く進めてほしいという意見もあ

りますし、その一方で、地域に学校がなくなること

を心配される、こんな御意見もいただいております。 

 これらの御意見は、学校再編検討委員会にも情報

共有しながら、教育環境の検討を進めてまいりたい

と思っております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 分かりました。 

 では②に移ります。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○17番（神谷里枝） ７月15日発行の広報こさいに

掲載されました「こさいの小・中学校のこれから」

において、白須賀校区において小学校は現状のまま

でと掲載されていましたけども、適正化検討委員会

の報告の中で、小学校は１クラス20人以上で、１学

年２学級以上が望ましい教育環境とされているわけ

ですけども、そういった中で白須賀小学校において

は現状のままとする理由をお伺いします。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） お答えをします。 

 適正規模については、今議員がおっしゃったよう

に小学校では１クラス20人以上、１学年２学級以上

が望ましいという考え方を持っております。 

 しかし、白須賀小学校については近隣の小学校と

統廃合した場合、遠い地区では８キロ弱の通学距離

になります。北部地区で、湖西中学校を候補地とし

て小学校を統合した場合の４キロ程度と比べて、非

常に長くなってきます。小学生にとってはスクール

バスで通うにしても負担が大きいため、当面は現状

のままとすることを基本方針としたところでありま

す。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） ありがとうございます。こう

いったことも初めからと言うと失礼ですけども、予

測はできた内容かなとは思っております。 

 では３番目に移ります。 

○議長（馬場 衛） ３番目ですね、どうぞ。 

○17番（神谷里枝） 同じく、「こさいの小・中学

校のこれから」において、白須賀校区において中学

校からは近隣への中学へ通う方針とのことですけど

も、一応教育委員会としてはいつ頃から近隣の中学

校へ通う見込みかなどお考えをお持ちでしょうか、

お伺いします。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） お答えをいたします。 

 今後、白須賀地区の学校再編検討委員会の中で、

具体的なスケジュールを含めて、決定をしていきた

いというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） ありがとうございます。こう

いう御答弁をいただいたこと、本当に検討委員会の

重責というか、そういうのも当然出てくるんだなと

いうことが認識できました。 

 では４番目に移ります。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○17番（神谷里枝） 同じく、「こさいの小・中学

校のこれから」におきまして、湖西中学校区は小学

校が統合で中学校は小中一体型、または岡崎中学校

へ通うのか検討とされております。将来性を考えま

すと、多分、御父兄の御意見等にもあったと思うん

ですけども、鷲津小学校を選択というお考えの方も

いらっしゃったと思いますし、このような考えも無

視はできないんではないかなと思っております。一

応この方針で子育て世代の理解は得られていくのか、
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お伺いします。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） お答えをいたします。 

 令和５年の３月に実施した子育て世代の方を対象

としたアンケート結果においては、小中一体型とす

る、あるいは小学校は統合すると回答した割合が７

割を占めました。 

 これに基づき、学校再編方針として東小学校と知

波田小学校を統合する、場所として湖西中学校を候

補地としております。このほかに、小学校から鷲津

小学校や岡崎小学校へ通学希望の意見も存在するこ

とを理解しております。 

 市としましては、湖西中学校を候補地とし、ここ

に小学校を統合することによって、地域のコミュニ

ティ機能を生かすとともに、子供たちが豊かな体験

をし自己を伸ばしていける、そんな環境が整ってい

くというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 教育長のおっしゃることは

重々分かります。７月15日の広報こさいでも、小学

校を統合して一体にしていくことがいいですよとい

うお答えが７割、そういうアンケート結果がありま

したということで、広報こさいがああいう形で掲載

されたのかとも思うんですけども、そういった中で、

そうするとスクールバスとかプールとか遊具の設置

等も検討するということが書かれておりました。 

 そういった中で、いかに経費を抑えていくかって

いうと、本当はもっと公共交通コーちゃんバスの活

用やアメニティのプールを使うとか、今は部活もそ

うですけども民間のスイミングスクールを活用する

など、いろいろな案が出てくると思うんです。 

 そういった中で、この先のさらなる少子化や環境

も変化してくるということは明らかに見えている話

かなと思いますので、私はやっぱり慎重に検討して

いただきたいと思っています。 

 令和４年３月に公表されました適正化検討委員会

の報告書の中で、検討が始まった当初だと思うんで

すけども、やっぱり小規模校のよさを生かし、現段

階では現状維持とし、校舎の整備をしていく際には

統廃合も考えられるってあります。まだ本当に岡崎

中学校へ通う道もあるかもしれない、鷲津小学校へ

通う、鷲津へ行くほうが坂道もなく楽かもしれない

という、まだちょっと検討の余地がある中で、事業

進捗が図られていくというふうに解釈をしておりま

すので、子供の成長は日々成長されているわけです

けども、やはりこういった公共施設、箱物等に投資

をしていくということは、先の先を見越した投資に

取り組んでいただきたいなというふうに思っており

ますので、今一応学校再編方針について４番目まで

お聞きしましたけども、そのようなことを申し上げ

ておきたいと思っております。 

○議長（馬場 衛） ４番目の今の答弁はよろしい

ですね。先ほど答弁しているので。 

○17番（神谷里枝） 結構です。恐らく今、私が申

し上げましたように、スクールバスを新たに設ける

とかプールも造るではなくて、今市内にある施設を

有効に使うとか、それかもう少し、統廃合を進めて

いかざるを得ないんでしょうけども、何か考えよう

によっては幼稚園が知波田幼稚園へ通ってるので、

じゃあ、しばらく財政状況も見ながら皆さんと知波

田小学校、足の確保さえできればですけども、そう

いったことも考えられないではないと私は思いまし

たので、その辺も慎重に検討して、ぜひ慎重に検討

していただきたいということを申し上げましたけど

も、もしご答弁いただけるのであれば。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） 今言われた事柄については、

十分検討していきたいと思いますし、検討委員会は

これから発足していきますけども、やっぱり北部地

域全体のことを考えながら、スクールバスだとかそ

ういった事柄も細かなところを配慮しながら、不安

を払拭していきたいなというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） それでは、質問の途中ですが

ここでお昼の休憩とさせていただきます。再開は13

時とさせていただきます。 

午後０時02分 休憩 

───────────────── 

午後１時00分 再開 
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○議長（馬場 衛） 休憩を解いて会議を再開しま

す。 

 引き続き、17番 神谷里枝さんの一般質問を行い

ます。主題１、質問要旨２の⑤で、５番目からとな

ります。神谷里枝さん、どうぞ。 

○17番（神谷里枝） では、午前中に引き続きまし

て一般質問を行います。 

 ２の⑤、小中学校再編方針を決定するに当たり、

発達障害や不登校の児童生徒の問題、小中一体型と

する場合に義務教育学校か、小中一貫教育にするの

かということを検討されたかどうか、お伺いします。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） お答えをいたします。 

 再編方針策定の際には、特別支援学級やあるいは

小中一貫教育の在り方について検討をしてまいりま

した。 

 それらの具体案については、学校再編検討委員会

において人権教育、特別支援教育など、子供たちの

人権感覚や共生感覚を養う教育活動の在り方を検討

し、基本計画に入れていく予定でございます。 

 また、小中一体型の学校にする場合には、小中一

貫校とするか、あるいは義務教育学校にするかにつ

いても検討をしてまいります。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 御答弁ありがとうございます。

特別支援を必要とする子たちについては、ある意味、

学校を再編していく中で空いてくる学校といいます

か、そういうところがあったら例えば不登校の子た

ちもそういうところを、フリースクール的にちょっ

と持っていくとか、そういったこともただいまの答

弁では検討委員会でとにかくやっていきますよとい

うことでしたので、そういったことも視野に入れて

検討していただけるということで分かりました。 

 小中一貫教育にするっていうこれも、まだ義務教

育学校にすることもあり得るってことですか。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） これから検討していきたい

とは思いますけども、義務教育学校の難しさという

のは、まず教員の配置が難しくなってくると思いま

す。 

 今現在、中学校の先生方というのは小学校、中学

校の免許、小学校と中学校の免許を持っている先生、

あるいは中学校の免許だけの先生がいらっしゃいま

す。今度、義務教育学校になると小学校、中学校両

方の免許がないとその学校へ行けないということに

なってきますので、ちょっとこの狭い範囲で先生の

異動を考えたときに、限られた人数になってしまう

のでなかなか難しい面はあるかと思いますが、検討

の余地はあるなというふうには思っております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 承知しました。 

 では６に移ります。。 

○議長（馬場 衛） ６番目ですね、どうぞ。 

○17番（神谷里枝）  再編方針を決定するに当た

り、校長会や教職員への意見交換・集約は行われた

のか、お伺いします。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） お答えをいたします。 

 再編方針を決定する際には、教育委員会の定例会

で意見交換をし、考えをまとめております。 

 校長会では再編方針を説明し、意見交換する場を

設けております。これまでも各校で校長から教職員

に対して説明をしているところであります。 

 令和３年度に開催をいたしました「湖西市立学校

教育施設適正化検討委員会」では、学校長２名が委

員として入っておりました。また、教職員から学校

規模適正配置に関するアンケートを実施し、集約を

しました。これらのものについては、市のウェブサ

イト等でも公開をしているところであります。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） ありがとうございます。やれ

る方法で意見集約は行ったといった御答弁だったと

思います。 

 今回、このことも初めから疑問には思っていたん

ですけども、高額予算を投じて改修したのに突然中

止になって、職員などとの情報共有がうまくいって

なくて退職されたというような話も、教育委員会じ
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ゃないですよ、聞き及んでいますので、子供たちに

とっての教育環境を最優先に考えることや、教職員

の異動があることも承知をしていますが、現場で働

く教職員の方々の御意見も反映して、先生方のさら

なるやる気とか意欲で働き方改革も学校再編に反映

できていったら、よりよい教育環境が整っていくの

かなと思っております。よろしくお願いいたします。

ありがとうございます。 

 では７番目に移ります。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○17番（神谷里枝） 学校再編検討委員会を設置す

るとのことですが、構成や検討内容について、今る

る御答弁もありましたが、再度御質問いたします。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） お答えします。 

 先ほどからも申し上げたこと、重なるかも分かり

ませんけどもちょっと答えさせていただきます。 

 白須賀地区、北部地区それぞれにおいて、学校再

編検討委員会を設置していきます。 

 委員の構成は学識経験者、保護者代表の方、地域

住民代表の方、あと学校長、担当する学校長という

ふうに考えております。 

 検討内容は施設の整備、スクールバスの導入等の

通学方法、あるいは人権や共生感覚を育む教育の在

り方、さらに白須賀地区におきましてはどのような

形で近隣の中学校と統合していくのか、北部地区で

は小中一体型の施設とするのか、それとも中学校か

ら岡崎中学校に通うのかについても検討をしてまい

りたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 御答弁ありがとうございます。

まずは適正な配置ができるまでの児童生徒への教育

環境の配慮が必要だから、学校再編検討委員会を設

置する、まずそのように解釈してよろしいですか。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） 不安とかそういったものを

取り除くためのものだというふうに考えていただけ

ればと思います。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 先ほどメンバー構成の御答弁

をいただきましたけども、例えばそういった中に適

正化検討委員会のメンバーでしたよとか、元教育委

員でしたよとかそういうところを歴任された方も検

討はされるんでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） 今のところ、そのような特

別枠というのは設けてはいません。 

 学校再編検討委員会においては、学校再編方針の

策定までの経緯、あるいは考え方を丁寧に説明した

上で、基本計画策定の議論を進めていきたいという

ふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） ありがとうございます。 

 それから、小中一体型の施設にしていきますよと

いうことがあるわけですけども、標準規模中学校が

ある新居とか鷲津、岡崎エリアにおける再編につい

てはもう検討、もうっていう言い方はいけないかも

しれないんですけども、こちらの学校再編検討委員

会では検討しないというそういう解釈でよろしいで

すか。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） お答えをいたします。 

 小学校の大規模校だとか中学校の標準規模校では、

複数の学級があることから、これまでのように児童

生徒の人間関係に配慮した学級編制をするなど、メ

リットを生かしながら学校運営を継続していくこと

が望ましいと考えております。 

 現時点では、鷲津中学校区、岡崎中学校区、新居

中学校区の再編の話は考えておりませんが、今から

南部とか北部がこれで基本計画を出していきますの

で、その中で中学校をどうするとか、そういうふう

なことになってきたときには、またそちらのほうも

考えていきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 分かりました。とりあえず、

北部と南部の計画が、基本計画が出てきたときにこ

の大規模小学校とか標準規模中学校がある、３つの
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エリアにおいては、また考えていきますよというこ

とでしたね、分かりました。 

 では、ついでと言ってはいけないんですけども、

やっぱりこの再編検討委員会で幼稚園の課題という

ことについては含まないんですか。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） 先ほども申し上げましたけ

ども、幼稚園については、ある程度こども園化って

そういうふうなことが進んでおりますので、現在、

小中学校の学校再編が課題となっているというふう

に思いますので、今回のことについては幼稚園につ

いては検討をすることは予定していません。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 確認できました。 

 いずれにしましても、将来的な人口推移も踏まえ

てさらなる統廃合も視野に入れて、市の実情に合わ

せ、子供たちにとってよりよい教育環境が適正に配

置されるよう、高いレベルでの議論を期待したいと

思っております。 

 では次の質問に移ります。 

○議長（馬場 衛） ８番目ですね。どうぞ。 

○17番（神谷里枝） 学校再編検討委員会での審議

内容は、どの段階で市民への情報提供を考えておら

れるのか、お伺いします。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） 学校再編検討委員会は、公

開での開催を原則としておりますので、その都度、

その都度、外へ出ていくという話になるかと思いま

す。 

 また、検討委員会の内容につきましては、議事概

要を随時ウェブサイトに公開していく予定でござい

ます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 再編検討委員会は公開が原則

で、随時ウェブサイトに掲載していくということで

すけども、やっぱり今までもなかなか歩み寄りが見

られないということも踏まえて、本当に一番関心を

持っていただきたい子育て世代にも、丁寧な説明が

まだまだ必要ではないかなと私は思っています。で

すので、こういった情報提供もいいでしょうが、な

かなか分かりませんけども、検討委員会が昼間の開

催とかなんとかっていうと、傍聴にも行きづらいか

なということもありますので、私としましてはより

子育て世代の理解が得られるように、例えば用語説

明、小中一体型とは、一貫教育はとかそういった文

言の説明も入れながら、またさらには再編しなけれ

ばならない必要性、背景とか経緯、目的、そういっ

たものを市民目線で、あんまり専門用語を使われて

しまうと理解できないので、市民目線で分かりやす

い情報提供、パンフレットといいますかそういった

ものもつくって情報提供、また市民の理解をより得

やすい方向に進めてはどうかなと思っているんです

けども、いかがでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） 今議員がおっしゃったよう

に、やっぱり子育て世代の保護者の方により丁寧に、

やっぱりお話をしていかなきゃいけないなというふ

うに思っています。 

 今後、この９月、10月、11月を通して学校で行事

がある、保護者が集まるこんな時期を見て、学校教

育課の教育委員会のほうで学校へ出向いて、パンフ

レットというか資料をつくって説明に伺って、御意

見を伺ってこようかなと思っています。そんな御意

見を検討委員会のほうにも下ろしながら、こういう

ふうな保護者は不安を感じているとか、要望がある

とかそういったものも下ろしながら、またやり取り

をしていきたいなというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） より丁寧な、やはり説明によ

る歩み寄りが大事かなと思っております。よろしく

お願いいたします。 

 ９番目に移ります。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○17番（神谷里枝） 今年の10月から来年の12月を

計画、策定期間として業者委託によって学校基本再

編計画を策定する予定のようですけども、再編方針

が変更される懸念はないのか、また教育委員会とし
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て見込んでいるというか、ある程度いつまでにとい

う学校再編の事業スケジュールみたいなのは持って

いらっしゃるんでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） 学校再編は、これまでの方

針に基づき進めていきたいというふうに考えており

ます。 

 具体的には施設の整備や安全な通学方法の在り方

などを示すことで、保護者、地域の皆様に統廃合に

ついての見通しを持っていただいたり、通学や新た

な人間関係構築における不安、こんな事柄を軽減し

たりすることができると考えております。 

 学校再編の今後のスケジュールにつきましては、

白須賀地区、北部地区、それぞれのスケジュールを

示し、それに沿って施設の整備を進めていくことを

考えております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） ありがとうございます。難し

い問題だなという実感はしております。 

 先ほども言いましたように、市の実情に合わせて

子供たちにとってよりよい教育環境が適正に配置さ

れるよう、基本計画が策定されようとしております。 

 そういった中で、先ほどの答弁でも確認させてい

ただいたんですけども、当面の間、鷲津・岡崎・新

居地区についてはこの基本計画もつくらない、含ま

ないっていうことで確認したいと思います。 

 ここのところに、この３か所のところについては

とにかく長寿命化対策で取り組んでいきます、そこ

をもう一度、いま一度はっきり確認させてください。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） 長寿命化対策で進めていき

ますということは、まだちょっとはっきり言えない

というところは、例えば北部のほうで例えば中学校

は、小学校から中学校へ上がるときにどこかほかの

中学に行きますよとかいう話になると、校舎をどこ

かへ増築しなきゃいけないとかそういうふうなこと

になりますので、多少その成り行きが変わってくる

というふうなことも考えれるかなと思っています。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 今回の基本計画の中には、新

居・鷲津・岡崎の施設に関しては基本計画に含まな

い、ある程度、今予算も鷲津なんか予算化されてい

ますよね、そういったことである意味、長寿命化対

策で今後何十年間使っていくという、その考え方で

進んでいくと思っていてよろしいんでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） ちょっとまだ、北部と南部

がはっきり、今後についての基本計画がまだ出てい

ませんので、例えば北部のほうが中学校は例えば岡

崎中学校に行くというふうになると、とてもクラス

が今の校舎には入れない状況になってきます。今の

校舎では、教室数が足りないという状況になってき

ます。そうなると、校舎を増築しなきゃいけないと

いうことも関わってきます。だから、全て長寿命化

に、大きい学校になるんだねって今断定することは

できませんが、状況を見て進めていくということし

かないのかなというふうに思っています。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 教育長の御答弁は理解できる

んですけども、そういったまだ検討の余地が十分に

あるという中で、基本計画をつくっていきますよと

いうことですよね、現時点。だから、そこに私は大

きなちょっと課題もあるのかなという感じは持って

おりますが、あと時間もそんなにないのでとりあえ

ずそこはちょっとすみません。 

○議長（馬場 衛） 教育次長。 

○教育次長（鈴木啓二） 今回つくる基本計画は、

基本方針に基づいて行っていきます。その基本方針

では、北部地区では湖西中学校のところに小中一体

型にするのか、あるいは中学生が岡崎中学校へ行く

のかといったことを検討してまいりますので、今教

育長が申し上げたことは、今回の策定する基本計画

の中では、岡中のところの増築といったことも、校

舎の配置とかそういったこと、配置案を複数出して

それを検討していくということで答えさせていただ

きました。 

 以上です。 
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○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 何となく分かりましたんです

みません、議案にも上がってますんで、補正で。そ

ちらでまた議論できればと思っております。 

 ではすみません、最後の10番目に移らせていただ

きます。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○17番（神谷里枝） 以前もお伺いしましたけども、

事業進捗に当たり主導権は教育委員会ですけども、

跡地利用や財政面も考慮しなくてはなりません。庁

内検討委員会などを設け、市長部局と連携を図り、

資産の活用を推進していただきたいと思いますが、

いかがでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 企画部長。 

○企画部長（安形知哉） お答えいたします。 

 議員おっしゃるとおり、学校再編を進めていくに

当たって、財政的な面や跡地の利活用については事

業を推進する教育委員会だけでなく、市として対応

すべき重要な取組でございます。 

 跡地の利活用については、これまでも行っている

とおり、行政財産としての活用や地域の活性化につ

ながる有効活用など、庁内連携して情報共有や検討、

あとは調整の場を設けてまいりたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 御答弁ありがとうございます。

今御答弁いただきましたけども、例えば白須賀幼稚

園の跡地利用について例えばですけども、どういっ

た手順で跡地利用について検討されていかれるのか、

もしお答えいただければと思います。 

○議長（馬場 衛） 企画部長。 

○企画部長（安形知哉） お答えいたします。 

 どの公共施設も同じでございますが、まず最初に

施設の所管課に利活用について検討していただきま

す。白須賀幼稚園については、教育委員会のほうで

検討しているという状況になります。その後、全庁

的に利活用を、担当課のほうで利活用の予定がない

場合、今度は全庁的に利活用について調査をかける

という流れになります。その中で照会の後、例えば

複数の課で活用を検討するとか、あと逆に跡地利用

について全庁的に、横断的に検討を要するというよ

うなケースが出た場合に、この段階で庁内検討会議

に諮るというような形を取りまして、有効な跡地利

用の活用について検討するという流れになります。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） そういったときに、どなたが

会議を開くようになるんですか、招集をかけて。 

○議長（馬場 衛） 企画部長。 

○企画部長（安形知哉） お答えいたします。 

 この庁議の中に調整会議という会議があります。

これは、土地の利活用だけでなく全庁的にわたって

横断的に検討する事案が出た場合というのは、その

調整会議というのにかけます。こちらのほうの事務

局については、企画政策課のほうで担当するという

ような組織がございます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん。どうぞ。 

○17番（神谷里枝） ありがとうございます。そう

いった中で、例えば行政として民間への売却も含め

た資産の活用、そういったこともこの庁内会議、そ

ういうところで検討されていくようになるんでしょ

うか。 

○議長（馬場 衛） 企画部長。 

○企画部長（安形知哉） お答えいたします。 

 この検討会議をもちまして、行政財産として活用

ができないということであれば、その時点で普通財

産の所管替えをいたします。その中で、例えば民間

への売却であったりとか、有効な利活用を検討する

というような流れになります。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） ありがとうございます。そう

いった点になっていきますと、企画政策課が中心に

なって事を進めていくというふうに解釈していてよ

ろしいですね。 

○議長（馬場 衛） 企画部長。 

○企画部長（安形知哉） お答えいたします。 

 企画政策課が調整会議の事務局をやる形になりま
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すので、実際の検討の内容というのは所管課のほう

から出すというような形になります。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） ありがとうございます。大分、

自分の中ではすっきりしてきました。 

 今いろいろ質問、御答弁をいただいてきました。

教育拠点構想もある意味、役目は終わりましたとい

うような御答弁もいただき、それこそ今回、適正化

検討委員会の報告も含めた中で、本当に見えないな

と思って質問させていただきました。 

 この検討委員会の報告が４月３日に、市長のほう

に報告されております。ただいまの私の一般質問の

やり取り、またいろいろな意見交換会のことも含め

まして、市長とされましてこの事業を進めるに当た

って、市長としての勇気ある決断と言っていいんで

しょうか、何て言っていいか分からないんですけど

も、とにかくこの方向で行くんだ、それから検討委

員会と再編方針もこういう食い違いがあるけども、

ここはこの方向で行くんだっていう市長としての固

い意志っていいますか、そういうものってお伺いす

ること可能でしょうか。 

○議長（馬場 衛） 市長。 

○市長（影山剛士） お答え申し上げます。 

 学校再編に関しましては、ちょっと今の、さっき

の教育長のあれの中に出てこなかったのは、そもそ

もの総合教育会議で議論し始めたのが令和８年の４

月には、もう３年後ぐらいですけど１桁の入学生し

か、今の人口というか、現時点での地区の人口の推

移だと１桁の学年が出てきてしまうというような数

字の推移から、それを逆算しながらの学校再編に向

けてのスタートを切ったというふうに記憶をしてい

ますので、そういったスケジュール感も見ながら、

これは湖西市に限らずですけれども、子供たちの教

育環境をしっかりと整えていくという目的というか、

そのための手段として学校再編を進めていきたいと

いうふうに考えております。そこは、現時点では北

部と白須賀という形で具体的な検討委員会を行いま

すけれども、もちろん今後は。 

 さっきの教育委員会の後ろのほうの答弁であった

とおり、鷲津・岡崎・新居、そこは今現時点で学区

にいらっしゃる方に関しては、それを変更するよう

な何かは考えていないということであって、さっき

の北部から岡崎だとかそれに関しての変更があれば、

当然その中での長寿命なのか校舎の変更なのか、そ

ういうものは当然起こり得るというふうに思ってい

ますけれども、どっちにしてもその辺の各論は、さ

っき通学方法とかも含めて検討委員会ですとか教育

委員会を中心に考えていく、そして跡地の利活用に

関しては、当然これは市として全体で進めていった

りですとか、民間の事業者さんの有効活用も含めて、

そこは行政プラス市が一体となって、事業者の方と

一体となってやっていかなければいけないと思って

おります。これはもうこの教育施設だけではなくて、

昨日の新居の跨線橋もありましたけれども、今まで

のものが今までどおりあるということは、いつまで

もあるというものではないと思っていますので、そ

こは時代に合わせた現実的な見直しというものは今

後のために、当然代替案だとか改善案だとかいうも

のを含めながら、行政として進めていかなければい

けないというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 今、市長のお考えを伺いまし

て、本当、一般質問させていただく以前よりはすっ

きりしたものが見えた気がいたしました。どうもあ

りがとうございます。 

 教育委員会の方は大変でしょうけども、病気にな

らないように頑張ってください。 

 以上で一般質問を終わります。ありがとうござい

ました。 

○議長（馬場 衛） 以上で、17番 神谷里枝さん

の一般質問を終わります。 

───────────────── 

○議長（馬場 衛） 次に、13番 佐原佳美さんの

発言を許します。 

  〔13番 佐原佳美登壇〕 

○議長（馬場 衛） それでは、13番 佐原佳美さ

ん。 

○13番（佐原佳美） 13番 佐原佳美でございます。
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通告に従いまして、２題お伺いいたします。 

 １題目の発達に課題のある子育て支援拠点として

改修する新所幼稚園のハード及びソフト面の整備計

画についてをお伺いいたします。 

 質問しようとする背景や経緯は、私は昨年の９月

定例会で、2024年３月末閉園予定と発表されていた

新所幼稚園の利活用について、新所区民の自治拠点

及び発達に課題があるお子さんの療育、児童発達支

援も担うインクルーシブ型子育て支援拠点にリニュ

ーアルしてはいかがかと質問しました。 

 その結果、子供の発達を支援する拠点として整備

するとの答弁をいただき、自治会の災害時の一時避

難所としての活用も、施設利用が決まった段階で検

討するとの答弁でした。 

 新所幼稚園は、保護者の意向で１年早く本年の３

月末に閉園したので、新規事業の整備計画は慌ただ

しく進められたと推測しますが、現段階のハード・

ソフト両面の整備計画や整備の進捗状況を伺いたい

です。 

 質問の目的は、新所幼稚園を市民のニーズを踏ま

えた子育て支援拠点と、地域との共存多機能施設と

してリニューアルしてほしいためです。 

 では質問１。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○13番（佐原佳美） 発達に課題のある子供の支援

拠点として計画している支援メニュー、ソフト面の

支援メニューとその準備計画、準備状況はいかがで

しょうか。ソフト面のメニューと進捗状況ですね、

お願いします。 

○議長（馬場 衛） 登壇して答弁をお願いいたし

ます。こども未来部長。 

  〔こども未来部長 鈴木祥浩登壇〕 

○こども未来部長（鈴木祥浩） お答えいたします。 

 発達に課題のあるお子さんへの支援メニューとし

まして、教室・相談・支援の３つを新所に開設する

予定の子育て支援拠点へ場所を移して実施していく

計画であります。 

 教室は、発達支援教室として未就園児の親子を対

象とした教室の実施です。現在、おぼとで１歳児１

クラスを月に２回、２歳児２クラスを月に４回ずつ、

８回実施しております。 

 相談につきましては、主に就学前のお子さんにつ

いての相談を保護者やお子さんが在籍する園の先生

方から受け付けます。 

 支援は、ペアレント・プログラムなどの保護者向

けの講座、園の先生向けの講座、市民向けの講座な

ど、保護者を含む子供の支援者となる方々に対する

ものであります。 

 そしてまた、現在、職員の相談支援スキルの向上

を目的に、他市への研修派遣も行っており、現行事

業をさらに充実させるために準備を進めているとこ

ろです。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 佐原佳美さん。 

○13番（佐原佳美） メニューとして教室、それは

発達支援教室と相談と支援ということで、ちょっと

その発達支援教室のことがちょっと早くて聞き取れ

なかったんですけど、未就園児はおぼとで就学前の

子はどこでとか、合計８回というのをちょっともう

一度、教えてもらっていいですか。 

○議長（馬場 衛） こども未来部長。 

○こども未来部長（鈴木祥浩） 現在は、おぼとの

ほうで１歳児１クラスと２歳児２クラスを行ってい

るということでございますので、おぼとで行ってい

るということです。 

○議長（馬場 衛） 佐原佳美さん。 

○13番（佐原佳美） 私の８回というのは聞き間違

いですか。 

○議長（馬場 衛） こども未来部長。 

○こども未来部長（鈴木祥浩） ２歳児クラスが２

クラスありまして、それが月に４回ずつ行っており

まして、それが２歳児クラスについては８回実施し

ていますということです。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 佐原佳美さん。 

○13番（佐原佳美） ありがとうございます。それ

は、内容ですけれども今おぼとだけでやっていると

いうことで、内容は未就園児の１歳と２歳というこ

となんですけど、どのようなことをしているんです

か。 
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○議長（馬場 衛） こども未来部長。 

○こども未来部長（鈴木祥浩） 発達支援教室はど

のような内容かということでございますが、１歳児

向けの教室では、家庭でできる親子の触れ合い遊び

や年齢や発達に応じた絵本の読み聞かせなどをして

おります。 

 ２歳児向けの教室では、親子の触れ合い遊びや読

み聞かせに加え、運動遊びや制作遊びをしたり、み

んなでそろっておやつを食べたりトイレに行ったり

するなど、就園に向けてお子さんの経験を広げる活

動も取り入れております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 佐原佳美さん。 

○13番（佐原佳美） 分かりました。ここに今見え

ているお子さんというのは、もう既に療育手帳があ

るとか何か条件はあるんですか。保育園とかこども

園の保育部とかには行ってる方もいらっしゃるし、

おうちにいらっしゃる方もいると思うんですけど、

この発達支援教室に来る対象者の条件を教えてくだ

さい。 

○議長（馬場 衛） こども未来部長。 

○こども未来部長（鈴木祥浩） 何々手帳を持って

なきゃいけないとかそういうものではなくて、こど

も未来部が担当する発達支援の業務といたしまして

は、初期の支援ということがあります。ですので、

議員おっしゃったような条件があるかということは

なくて、お母さんが心配だからというふうなことで

相談に見えて、保健師等と相談してじゃあ教室へ行

ってみるかということで受け入れるということが主

なものであります。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 佐原佳美さん。 

○13番（佐原佳美） 分かりました、ありがとうご

ざいます。では今、おぼと１か所でしている特に１

歳、２歳のお子さん、３歳で就園する前のお子さん

への支援教室を一括で、新所に支援センターができ

たらそこへ移動するということですか。 

○議長（馬場 衛） こども未来部長。 

○こども未来部長（鈴木祥浩） 基本的には新所で

実施することになります。現在、おぼとの健康ホー

ルで実施しておりますけれども、毎回、会場の運営

をしなければならない、設営等をしなければならな

いことやトイレや手洗い場が離れた場所にあるなど、

環境面において少し苦労しております。 

 新所はもともと幼稚園施設であったこともあって、

教室を実施する施設として適しておりますので、よ

り充実した教室の運営が可能であると考えておりま

す。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 佐原佳美さん。 

○13番（佐原佳美） 分かりました、ありがとうご

ざいます。そういうメニューを新所に入れる。それ

とあと相談、就学前のお子さんについてのとか、在

園する園の先生からの御相談に乗っているものも新

所に持ってくるということですけども、今後そうい

う受付、オープンしてからの中にはなると思います

けれども、現在もこの人数で、人数聞いてないです

ね、すみません、人数を教えてもらっていいですか、

今の１歳と２歳のクラスの人数。 

○議長（馬場 衛） こども未来部長。 

○こども未来部長（鈴木祥浩） すみません、今手

元に数字を持っていませんので、申し訳ありません、

後でお答えさせていただきたいと思います。 

○議長（馬場 衛） 佐原佳美さん。 

○13番（佐原佳美） 分かりました、すみません。

より多ければいいんですけれども、本当に市民に周

知して、今はあんまり環境面もおぼとの中で整って

ないようですので、新所へ移動してお手洗いだとか

トイレだとか、本当に子供用のものがあるいい環境

の中での、ちょっと不安があるお子さんへの支援と

かお母さんの支援ということであれば、本当にしっ

かり市民に周知して、多くのお子さんに集っていた

だけるようになればいいなっていうことを思ってい

ます。 

 あと続けていいですか、ちょっと再質問ですけれ

ども。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○13番（佐原佳美） 令和４年度の湖西市の事務事

業評価の中に、３歳以下の子を持つ親が育てにくさ

を感じたとき相談先を知っているなど、何らかの対
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処ができる割合が、年齢が上がるにつれて相談先を

知らない、対象できないと答える親が増えていると

いうことで、当局自身が自己評価していることです

けど、事務事業評価。その達成状況は未達成とあり

まして、それが母子保健事業と出産・子育て応援事

業の２つが個票にそのように書いてありました。 

 本当にしっかり新所幼稚園での、その発達に課題

のあるお子さんの支援拠点ができたときには、周知

してっていただきたいと思いますが、現在の利用さ

れている人数も分からないので周知ができてないっ

て、ちょっと決めつけるわけにはいきませんけれど

も、そんなちょっとオープンしてからのことにはな

りますがどうでしょうか、その辺の周知、今人数が

分かれば教えてもらえますか。 

○議長（馬場 衛） こども未来部長。 

○こども未来部長（鈴木祥浩） 先ほどの１歳児と

２歳児の教室の人数でございますが、まず１歳児が

11名、２歳児が17名、これは８月末の数字でござい

ます。 

○議長（馬場 衛） 佐原佳美さん。 

○13番（佐原佳美） ありがとうございました。

年々、本当に特別支援のクラスへの加配とか指導員

さんの加配とかが補正予算で上がってきたり、クラ

スも増設するから備品もとかというのを目の当たり

にしていますと、これが多い人数か少ない人数かと

いうと少ないようにも感じるんですけど、もちろん

民間でのＲ．Ｙさんだとかパレットさんだとかもあ

るんで、そちらへ行かれている方もあるかと思いま

すけれども、しっかり新所幼稚園でそのメニューを

やっていく以上、広報していっていただきたいと思

いますが、今私が申し上げたいろいろ相談先を知ら

ないということに、今メニューの中に相談というの

があったもんですから、どんな思いでいらっしゃい

ますか、相談をするっていう以上は。 

○議長（馬場 衛） こども未来部長。 

○こども未来部長（鈴木祥浩） 事務事業評価のほ

うで、先ほど議員がおっしゃったような評価をして

いるわけですが、御指摘のとおり相談先の広報につ

いては必要としている方に情報がちゃんと届くよう

に、努めてまいるということでございますし、発達

支援担当の保健師や保育士が一般開放している広場、

遊びの広場等に出向いて、利用者の相談に応じると

かお声かけをするとかということもしていきながら、

相談しやすい雰囲気もつくるようにしたいと思って

おります。 

 それから、広報に関しては市の広報誌、それから

ＳＮＳ等も十分に使いながら、周知していきたいな

というふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 佐原佳美さん。 

○13番（佐原佳美） お願いします。あとは、その

相談っていうところ、最初はその発達支援教室やり

ますよ、それから相談業務やりますよというところ

のもう一つですけれども、2019年の12月の定例会の

一般質問で、私は発達に課題を持つ子供さんの相談

先が、教育委員会の本庁の３階に当時ありまして、

３階からそれから療育手帳の発行はおぼとの１階の

地域福祉課とか、それから当時、子育て支援課でし

たけどその３つを行ったり来たりとか、同じことを

何回も言わなきゃいけないとかそういうことがあっ

たんで、ワンストップ化はできないですかっていう

ようなことを提案しまして、そうしたら2021年度に

幼児教育課が本庁の３階からおぼとの今のところに

引っ越しをして、ワンフロア―化は実現したわけで

す。だけれども、ワンストップ化というワンストッ

プ窓口っていうふうには言えるような連携が、スム

ーズに行っているというような声が、なかなか当事

者の利用者さんからは聞こえてこないという現状に

あるんですが、今後これがまた場所が離れた新所幼

稚園というところにおぼとから行くと、もっとしっ

かりと連携をして、そういうＤＸの推進なんかによ

って情報もしっかり管理してもらってできないこと

はない、場所が離れていても今では世界中と情報共

有できるわけですから、新所とおぼとぐらいはどう

ってことないとは思うんですけれどもいかがでしょ

うか、今隣に並んでいても利用者さんからなかなか

言ったことが伝わってないとかそんな声が聞こえる

んですけど、連携方法はどんなことを準備していま

すか。 

○議長（馬場 衛） こども未来部長。 
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○こども未来部長（鈴木祥浩） 議員おっしゃるよ

うに、分かりにくさというものは今まであったと思

います。それで、場所が離れることによってデメリ

ットが生ずるじゃないかということでございますけ

れども、新所のほうに発達相談支援の拠点を持って

いくということを前面に押し出すことで、逆に分か

りやすくなるという点もあると思っております。 

 また、現在おぼとの玄関入っていただきますと、

どこに声をかけていいか分からないというようなお

声もちらほら聞きます。その辺も、視覚的に改善す

るために大きな案内板を設けて、正面玄関入ると左

側が、お子さんのことは左側に行けばいいよという

ような案内板も最近設置させていただきました。 

 それから、場所が離れるということもありますが、

議員おっしゃったようにいろいろな方法を使って、

分かりやすくしていくと、連携を取っていくという

ふうなことも工夫していきたいと思っております。

その辺の工夫は、全てできることはやりたいなとい

うふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 佐原佳美さん。 

○13番（佐原佳美） ぜひともよろしくお願いしま

す。そうなると、かえってワンストップ窓口って言

えるようなことになるような予想というか、いい期

待もしたいなと思います。 

 それと、先ほど言われたメニューのソフト面の中

に相談というのがあって、ペアレント・プログラム

とかこれは親御さん向けのとか、あるいは園の先生

向けとかあるいは市民向け、保護者を含むどなたで

も関われる人向けの事業を今後もしますよというこ

となんですけど、これらの講座というのは今も実施

していて、また新所のセンターができたらそこだけ

でやるメニューなのか、「のびりん」新居のね、子

育て支援センターなどとかあるいはおぼとも機能は

残るんだと思うんですけど、どんなふうにやってい

く、予定を今から聞いてもいいのか分からないです

けど、ちょっと内容と今後の予定を教えてください。 

○議長（馬場 衛） こども未来部長。 

○こども未来部長（鈴木祥浩） お答えします。 

 今年度につきましては、支援者となる園の先生向

けとして、就学支援に関するお話を教育委員会と一

緒に行ったということがございます。 

 新所の施設ができたら単独事業になるのかという

ことでございますが、園の先生向けの講座や就学支

援に関する講座などは、実施する事業の内容によっ

ては教育委員会や地域福祉課との連携も必要であり

ますので、その辺の連携を強化することを考えて実

施していきたいと思っております。 

 それから、のびりん等とのすみ分け、新所とのび

りんのすみ分けということでございますが、新所に

できる施設とのびりんは、どちらも地域子育て支援

拠点としての位置づけであります。 

 さらには、新所には申し上げておりますとおり発

達相談支援の機能を付加することになりますので、

市内２か所の施設で休館日を変えたり、どちらか必

ず開いているというような休館日の設定をしたり、

常に開いている施設があるようにしたり、違う講座

を実施するようにするなど、お互いを補うような運

営をしていって、地域子育て支援拠点としての機能

を充実させていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 佐原佳美さん。 

○13番（佐原佳美） ありがとうございます。今の

びりんは月曜日休みだったりするんですけど、そこ

ら辺は調整して何曜日でも相談に行けれるような、

市民に体制ができるところになればと思います。 

 では２番目。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○13番（佐原佳美） 新所幼稚園の子育て支援拠点

化に伴うハード整備の計画を教えてください。 

○議長（馬場 衛） こども未来部長。 

○こども未来部長（鈴木祥浩） お答えいたします。 

 ハード面の整備としまして、保育室等を改修して

遊びの広場とすること、職員更衣室を改修して授乳

室を設けること、園児用のトイレの一部を改修して

多目的トイレを設置すること、教材室を改修して研

修室とすること、園庭及び園舎北側プールを改修し

て駐車場を整備し、園舎南側には保護者用16台分、

園舎北側に職員や公用車分の10台分を確保する計画

としております。 
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 既存の間取りを生かすために、建物自体の軀体の

大きな改修は行いません。地域の子育て支援の拠点

施設の役割を基礎としながら、発達相談支援に活用

できる施設とするよう準備を進めているところでご

ざいます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 佐原佳美さん。 

○13番（佐原佳美） 自治会との打合せのときなん

かに、遊具とかいろいろなものが撤去されちゃうと

いうことで寂しさを感じているところですが、今あ

るもので残すものは何ですか。 

○議長（馬場 衛） こども未来部長。 

○こども未来部長（鈴木祥浩） 現在の計画で申し

ますと、園庭にあります桜の木２本、それから国旗

掲揚塔、西側の下段と畑、二宮金次郎像については

残す計画をしております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 佐原佳美さん。 

○13番（佐原佳美） 分かりました、ありがとうご

ざいます。 

 先ほどの遊びの広場というのは、のびりんのよう

に自由に遊べるところというところでしょうか。 

○議長（馬場 衛） こども未来部長。 

○こども未来部長（鈴木祥浩） お答えいたします。 

 開館時間は自由に遊べるという広場になります。

ですので、のびりんと同じような運用の仕方になり

ます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 佐原佳美さん。 

○13番（佐原佳美） ありがとうございます。先ほ

ど休館日は別にしてくれるって言うから、皆さん遊

びに行けれるところが増えていいなと思うんですけ

ど、別にこれも先ほど言われたように子育て支援拠

点ということでのびりんと同じ位置づけですよ、で

すので幾ら発達に課題のあるお子さんの相談支援拠

点という付加がついたとしても、誰でも市内でも、

のびりんなんか豊橋市からとか浜松市の西区からと

かも見えていますけど、誰が行ってもいいというこ

とでよろしいでしょうか。 

○議長（馬場 衛） こども未来部長。 

○こども未来部長（鈴木祥浩） 対象は、基本的に

は就学前のお子さんであればということになってし

まいますが、発達の状態にかかわらず保護者同伴で

どなたでも利用していただける施設にするものでご

ざいます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 佐原佳美さん。 

○13番（佐原佳美） にこにこホールの遊戯室の改

修はないようですけど、私がちょうど１年前に、リ

ニューアルのときにユニバーサルというかインクル

ーシブ遊具の設置なんかをにこにこホールにしてな

んていう思いも、提案もしましたけれども、ホール

の改修はないということですけど、安全に肢体不自

由の子でもブランコだとか滑り台だとかできるよう

な、１か所私、湖西市内にないって言いましたけど、

この間、岡崎こども園の子ども食堂に行ったときに

ブランコがありました、１個、こういうタイヤみた

いなので、あれインクルーシブブランコだと思うん

ですけど、それは訂正しなきゃいけないなと思った

んですけど、そのような室内で、小っちゃい子でち

ょっと体の不自由な子でも遊べるようなものを設置

する予定はいかがですか。 

○議長（馬場 衛） こども未来部長。 

○こども未来部長（鈴木祥浩） 施設の改修は、保

育室を改修して遊びの広場とすることから、設置で

きる玩具や遊具の数や大きさも限られるため、大型

のインクルーシブ遊具を取り入れる予定は今のとこ

ろございません。ただし、様々な年齢層のお子さん

が遊べるよう、それから体の状態が、肢体不自由の

お子さんとかでも利用できるような玩具、遊具を、

その辺を配慮して設定する予定ですので、それぞれ

の発達段階に合った遊具で遊べるようにするという

ふうに今思っております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 佐原佳美さん。 

○13番（佐原佳美） よろしくお願いします。でき

る範囲の中で、いろいろ工夫していただけたらあり

がたいです。 

 では、３番目へ行きます。 

○議長（馬場 衛） ３番目、どうぞ。 
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○13番（佐原佳美） 施設開設までの全体的なスケ

ジュールはどんなでしょうか。 

○議長（馬場 衛） こども未来部長。 

○こども未来部長（鈴木祥浩） お答えします。 

 現在、改修に向けて設計を行っているところであ

ります。令和６年度に改修工事を行う予定でありま

す。改修工事が完了し次第、備品や案内表示の設置

といった環境整備を行います。 

 施設改修の完了時期は現時点では未定のため、施

設の開設の時期については明確に申し上げられませ

んが、令和６年度内の開設を目指しております。 

 なお、改修工事の期間中は施設に立ち入ることが

できない期間が生じることもあることが想定される

ため、その期間は施設の使用もできなくなる場合も

あるかと思います。御不便をおかけしますが、御理

解と御協力をお願いしたいなというふうに思います。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 佐原佳美さん。 

○13番（佐原佳美） 自治会のほうとしては、にこ

にこホールがほぼ毎月、いきいきサロンで使うんで

すが、ひょっとしたら制限があるかもしれないとい

うことだとは思いますが、協力すべきところはすべ

きだと思いますが長引かないように、半年間も一切

にこにこホール使えなくならないように、また業者

さん等とこんな事情があるんだよということもぜひ

とも交渉していただいて、現状の自治会活動が停滞

しないような配慮はお願いしたいと思います。 

 あと、いろいろな案内板とかつけていただくと思

うんですけれども、自治会とこの間、いろいろ協議

していただく中で、ネーミングの話が出ていまして、

新所幼稚園の新所とか遊戯室の呼称のにこにこホー

ルのにこにことか、そんな名前を残してほしいって

いうちょっと住民要望もあるんですけども、ネーミ

ングに関しては何か今、一応内定しているようなこ

ととかあったら教えてください。 

○議長（馬場 衛） こども未来部長。 

○こども未来部長（鈴木祥浩） 内定しているもの

はございませんが、のびりんも新所、今度できる施

設も位置づけとは地域子育て支援拠点ということに

なります。 

 今のびりんが子育て支援センターということにな

っておりますので、この辺は条例の改正とかも必要

になるかと思いますけれども、新居の子育て支援セ

ンター、新所の子育て支援センターというようなネ

ーミングをまず、新所という名称を入れていこうか

なというふうには考えております。 

 にこにこホールでございますが、皆さんも定着し

てにこにこホールというふうに使っておられますの

で、愛称を呼称といたしましては使っていただいて

全然構わないのかなというふうには思っております

ので、その辺の御理解もよろしくお願いしたいと思

います。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 佐原佳美さん。 

○13番（佐原佳美） ありがとうございます。どう

しても、現場の人は通称にこにこホールって言って

しまうと思うんですね、長い名前がついたとしても。 

 では４番。 

○議長（馬場 衛） 質問の途中ですけど、ここで

暫時休憩とさせていただきます。再開は14時15分と

させていただきます。 

午後14時01分 休憩 

───────────────── 

午後14時15分 再開 

○議長（馬場 衛） 休憩を解いて会議を再開しま

す。 

 引き続き、13番 佐原佳美さんの一般質問を行い

ます。 

 主題１、質問要旨４番目からとなります。佐原佳

美さん、どうぞ。 

○13番（佐原佳美） では４番、新所自治会や新所

の老人クラブが利用している、先ほどから名前が出

ております遊戯室のにこにこホールは、同じ昨年の

一般質問のときに、市長より継続利用可能という答

弁をいただきました。そこで、教育委員会、こども

未来部と利用手順などの打合せを自治会と重ねてき

たわけですが、園舎と職員室から今までの子供たち

がいたような部屋、給食室とかそういうところは全

部鍵で施錠すれば、ホール、トイレは独立しちゃう

という、向こうに入れないというところもあって、
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これまでも借りていたわけですけど、今回もさらに

新所自治会がにこにこホールの横に、区民体育祭な

んかやったときのゲートだとか城落としの城だとか

いろんなものを、そういう備品を入れてある倉庫が

あるんですけれども、そこの鍵を自治会は持ってい

ます、倉庫なので。その倉庫からにこにこホールに

入れる開き戸があって、そこの鍵さえ開けておいて

くれれば独自で利用できるなということも話合いの

中で分かったんです。 

 今回、私たち新所自治会の拠点はむつみ荘という

ところなんですけれども、それこそいつ建築したか

も記録がないというか調べても分からないところで、

当然昭和56年以前の建物で、耐震化はないというと

ころですけれども、新所には２か所、土砂災害のと

きの避難所を自治会が指定していまして、１つは日

ノ岡にありますあさひ会館で、もう一つがみんな危

険地域をしょっている、月見の危険地域の人たちは

あさひ会館に来て、中岡というところの山が崩れそ

うなところはむつみ荘が避難場所になっています。

土砂災害、避難指示が出た場合ですね。今回の６月

２日の台風２号のときにも役員が泊まり込んだんで

すが、雨漏りはしているし、それからガラス戸１枚

で雨戸を閉めようと思っても戸袋に戸はないという

状況で、今回シャッターをつけようとか雨漏りの補

修をしようということで、本当にすごい老朽化した

ところもお金をかけざるを得ないというか、そこへ

もし誰か避難した人が来て、強風が吹いて何か飛ん

できたら、ガラスが破損したらビュービューの状態

で、避難所どころではなくなるというところで、自

治会としては本当にお金をかけたくないような建屋

を、お金をかけてシャッターもつけて避難所として、

土砂災害警戒が出たときには避難所として機能する

ようにしているんですけども、せっかく隣に新所幼

稚園のにこにこホールが、倉庫から私たちが入れる

よということが分かりましたので、何とかにこにこ

ホールを一時避難所として利用できないか、お伺い

いたします。 

○議長（馬場 衛） 山本副市長。 

○副市長（山本一敏） この質問は施設所管課と少

し使用目的が変わりますので、私のほうからお答え

させていただきます。 

 今議員おっしゃられたように、昨年も自治会のほ

うからこの件に関しては要望も出ておりまして、話

は存じております。 

 結論から申しますと、利用、使用できると思って

おります。ただ、今議員がおっしゃられたように、

施設の鍵の管理方法、これがまだ定まっておりませ

んので、これを早急に詰めていく中で、使える方向

で対応していきたいなと考えております。 

 いずれにしましても、一時避難場所の変更や設定

につきましては自主防災会との調整や、また対象の

地域の皆さんへの変更の周知徹底などが必要となり

ますので、地域住民の安全・安心のための避難場所

に関することでありますので、今後、自主防災会と

市と詳細な調整をした中で、事を進めていきたいと

考えております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 佐原佳美さん。 

○13番（佐原佳美） とってもありがたい御答弁を

いただきました、ありがとうございます。では、よ

ろしくお願いいたします。 

 では次の、主題２のほうに。 

○議長（馬場 衛） 主題２ですね、どうぞ。 

○13番（佐原佳美） こども家庭庁より、６月30日

発出の産後ケア事業のさらなる推進についての取組

状況についてです。 

 当市の産前産後ケア事業は、令和元年度より実施

されておりますが、利用者が少なく、助産師が市か

らの委託事業で産婦さん宅を訪問すると、産後ケア

が必要と思われる鬱傾向の方がとても多く心配とい

うことで、令和３年、私に相談がありました。そこ

で、実態調査をしようと市内の保育園、民間保育園

などに御協力いただきまして、助産師さんたちと私

でアンケートをし、それを令和３年の９月議会でニ

ーズの多かった居宅訪問型産後ケアを提案して、昨

年の４月から実施していただくことができました。

感謝申し上げます。 

 それで、訪問型、日帰りデイケア（デイサービ

ス）、ショートステイという３つの産前産後ケアの

メニューがある中で、湖西市の利用者はといいます
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と令和元年度からの３年間で４人でしたが、令和４

年の訪問型を入れてから令和４年度、昨年の１年間

では15人に増えたという大変うれしい結果となりま

した。 

 ですが、私が地域を歩いて直接聞いたのは、娘が

市役所からお産したときに「訪問型の産後ケアがあ

りますというチラシをもらって、希望をしたら断ら

れた」っていう苦情でした。助産師さんも数件そう

いうのを聞いて、本当に利用勝手が悪いということ

になっています。 

 そして、そこのところに今年の８月13日に中日新

聞ですけど、８月13日付に産後ケア誰でも利用可、

全員が料金補助対象にという見出しで、政府は出産

後の育児相談などの産後ケアに関し、育児不安や心

身に不調がある場合だけでなく、支援を必要とする

人、希望する人は誰でも受けられるようにして利用

を促す。６月30日付で自治体に通知したという内容

の記事でした。 

 その６月30日のこども家庭庁生育局母子保健課の

通知をインターネットで見られますので見ました。

そこには、令和５年度予算で非課税世帯以外は、全

ての利用者を対象として利用者負担の軽減措置、１

回2,500円の補助を国が出しますと、５回までとい

う導入がありました。 

 非課税世帯に関しては、令和４年度から１回

5,000円で無制限の回数で利用できるというものが

既に始まっていて、当市も実施していると思うんで

すが、国がこのように全ての妊産婦に用意している

っていうことから、当市の断られたという実態がな

いような実施に向けていきたいためにお伺いします。 

 質問の目的は、今も言いましたが産前産後事業の

利用希望者全員が利用できるよう、市の体制整備を

して、市内に産前産後ケア事業を実施する場所の整

備も進めてほしいためです。 

 では質問。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○13番（佐原佳美） ６月30日のこども家庭庁より

の通知を受け、希望する全ての方に実施するための

体制整備計画と、市民への周知などの準備はいかが

でしょうか。 

○議長（馬場 衛） こども未来部長。 

○こども未来部長（鈴木祥浩） お答えいたします。 

 現行の産後ケア事業は、市内外の15か所の医療機

関等に委託しております。 

 希望者が利用しやすい制度とすることを明確化し

た６月30日付のこども家庭庁からの通知を受け、今

後利用者が増えていくことを考え、市内で気軽に利

用できる産後ケア事業を展開できるよう、新たに開

設された湖西病院の助産師外来などとの連携につい

ても相談しながら、調整を進めているところであり

ます。 

 また、それと併せて産後ケア事業の利用申請から

承認までの過程をスムーズに行うための手続方法や、

周知方法を工夫するなど、希望する方全てが利用し

やすくなるような方策を検討していく必要があると

考えております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 佐原佳美さん。 

○13番（佐原佳美） しっかりと国が異次元のと昨

年の11月に岸田さんが言われたように、いろいろ伴

走型というのも進められたり、５万円、５万円、母

子手帳をもらうときに５万円、生まれて５万円って

いう制度も昨年末から始まっているわけですけれど

も、さらに産後ケアにも１回2,500円のお金の準備

を国がしていますよということは、絶対希望する人

は断らない市役所であってほしいと思っています。 

 そして、利用しやすくなる方策を検討していただ

くということなんですけど、湖西市の公式ＬＩＮＥ

の子育て情報というか、あれは選んで自分でプッシ

ュ型で通知を、水曜日に子育て支援に関してはいた

だくんですけど、母子手帳を交付するときに全ての

方に湖西市公式ＬＩＮＥを登録していただいて、必

ず情報を受けてもらって、そのＬＩＮＥを活用して

産前産後ケアの申請もＬＩＮＥからできるように、

今道路の補修とか危険箇所もＬＩＮＥから示してい

ただくと、本当に２日、３日で直ったっていううれ

しい声もいっぱい聞いていますし、前回の専決処分

があったみたいな大きな穴も私が写真撮って送った

ら、その下がすごい大きな穴になっていてとか、そ

んなように分かったように大変、本当にまだまだ活
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用されている市民は少ないようですけれども、一言

言うとすぐ、結構今の方たち、年配の方でもＬＩＮ

Ｅ使っている方はできますんで、ましてやこの産前

産後ケアを必要する方というのは大体がお若い方な

んで、ぜひともこのＬＩＮＥを活用しての申請書、

それと事前申請とか、生まれてからでもどちらでも

いいような、本当にもうちょっと申請書が簡単な、

書きに行ったら、その場で断られるなんてことはな

いような方策を取っていただきたいんですけどいか

がでしょうか。 

○議長（馬場 衛） こども未来部長。 

○こども未来部長（鈴木祥浩） 申請の方法をスム

ーズに、利用するまでスムーズにということでござ

いますので、子育て情報は成長に合わせて該当する

通知を配信しております、今でもしております。Ｌ

ＩＮＥ等の、公式ＬＩＮＥの未登録の方もいますの

で、より多くの方に登録していただくことは課題で

あると思っています。その辺の周知は今後も続けて

やってまいります。 

 それから産後ケアは、産後ケア事業の趣旨を妊産

婦さんに御理解いただいた上でというのが、誰でも

使えるという、希望した方は誰でも使えるとはいう

ものの、そういうところが基本になっておりますの

で、育児不安に対する支援の一つとして利用してい

ただくものでありますので、保健師によるアセスメ

ントが必要であると基本的には考えております。た

だ、申請のための申込みをＬＩＮＥやＬｏＧｏフォ

ーム等のインターネットを活用していくことは、今

後考えていかなければならない、考える余地は十分

にあるというふうに思っております。 

 それから、産後ケアで割合希望が多いなというの

は、乳房マッサージだとかそういうをすぐやりたい

とか、そういうことだと思いますので、その辺につ

いてはすぐさっとできるような形の方法を今ちょっ

と検討中というところもありますので、御理解をし

ていただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 佐原佳美さん。 

○13番（佐原佳美） ぜひともお願いします。その

産前産後ケアの申請書に行くよという予告というか

予約というか、そういうのが取れるようにしてもら

うだけでも、随分ＬＩＮＥのほうでできると違うか

なと思いますので、突然窓口に来られるよりもきっ

と受ける側もいいのではないかなと思いますので、

またその辺の整備をお願いします。乳房マッサージ

もすごく多いので、進めてもらいたいです。 

 では２番目。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○13番（佐原佳美） ６月30日付のこども家庭庁の

通知の中に、産後ケア施設の整備費の補助、次世代

育成支援対策施設整備交付金というのがありまして、

令和４年度の第２次補正からこれまで２分の１だっ

たものが３分の２にお金の幅が広がりまして、拡大

して行っており、令和５年度に予算を繰り越して引

き続き支援するというふうにありました。令和５年

度予算では、建物の修繕に係る補修も、それから賃

貸物件に対するものにも適用するという拡充を図っ

ているとありますが、国がそうやって、ちょうど同

じこの６月30日に発出したところの同じセットの中

にＱ＆Ａもあったんです。断らないでっていっても、

いろんな理由でそれぞれの市が希望する妊産婦さん

たちに、制限しなきゃならないことは全体駄目かと

いうクエスチョンがあったんです。それに対して、

こども庁のアンサーは、答えはとにかくこの建物を、

産後ケア施設を増やしてくださいと、３分の２の補

助金を、２分の１から拡大しますからつくることを

考えてくださいというのがアンサーであったんです

よ。だから、そこまで国が言っているんですから絶

対何とか湖西市もしてもらいたいんですけど、断ら

ない、それは湖西市にないから、浜松市や豊橋市に

行けれる人たちは行くための2,500円の、市が受け

取る2,500円、利用者さんはどのくらいになるか分

かりませんけれども、その利用するところの料金設

定でいくと思うんですけれども、だけれどもまずは

市内に、今湖西病院で助産師外来が開設されました

というところで、きずな、昨日の、昨日私が手に取

ったきずなにも第２、第４火曜日の半日でしたっけ、

予約のみですけど、半日とは書いてないね、毎月第

２、第４火曜日に助産師外来がありますよというの

が湖西病院のきずなにありました。こんな助産師さ
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んたちを活用して、湖西病院の中でその産後ケアが、

この３分の２国がお金を出すって言っているんです

から、整備ができないかなということを思うんです

けどいかがでしょう。 

○議長（馬場 衛） こども未来部長。 

○こども未来部長（鈴木祥浩） お答えいたします。 

 湖西病院に助産師外来が開設されましたことから、

乳房マッサージ等のケアを受けやすくするなど、気

軽に利用していただくことができないかについて、

湖西病院との調整に入り、内容の充実に向けてただ

いま検討しているところであります。 

 市として、産後ケアを専門とした施設を開設する

ことも選択肢の一つではあるかと思いますが、現段

階における妊産婦さんのニーズへの対応としては、

何が効果的なのかを見極めて、産前産後のケアに関

する現行制度の運用の仕方を改善しながら充実させ、

利用を希望する妊産婦さんの不安の解消に努めてい

きたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛）  

佐原議員に申し上げます。 

 発言時間が残り４分少々となっております。予定

した質問が時間内に終了できるよう発言願います。

佐原佳美さん。 

○13番（佐原佳美） ありがとうございます。市内

に開設することも、以前私が産婦人科を誘致するっ

ていう条件を湖西市は設けているけれども、なかな

か応じてくれるお医者さんがいない、それを産後ケ

ア棟をつくってくれる医者に規約というか、要綱を

改正できないかという一般質問をしたときもあるん

ですけれども、検討しますで終わってるんですけれ

どもどうですか、湖西病院は。 

○議長（馬場 衛） 病院管理者。 

○病院事業管理者（杉浦良樹） お答え申し上げま

す。 

 ハード的な建物を造るだとか、あるいは今の当院

の中で病室等を改造してやるということはできない

ことではないと思います。ただ、やはり一番大事な

のはそれに携わるマンパワーそれから専門員、いわ

ゆる助産師であり医師でありというところが中心に

なっていくと思います。今年度から妊婦さんを中心

とした助産師外来を始めさせていただいて、今議員

のほうからもあったように月に２回、火曜日の午前

中なんですけども開設させていただいて、今５名か

ら７名の方が御利用いただいております。当然この

方たちは出産をしますし、お子さんもできてくると

思いますので、それこそ浜松医療センターのところ

で連携強化もありますのでそこと相談しながら、今

のやり方の中で今出ておりました乳房マッサージだ

とか、その時間帯でできるようなことがあれば御協

力をいただきたいなと思っておりますし、またそれ

以上のことができるかどうかというところは、向こ

うの助産師さんにも相談しながら、現地も確認して、

どういったことが必要になるのかとかそういったも

のもあると思いますので、来月あたり今月になるか

分かりませんが、浜松医療センターも今建て替えを

しておりますので、現地を確認させてもらいながら、

指導を受けながら前向きに検討のほうはしていきた

いなというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 佐原佳美さん。 

○13番（佐原佳美） 現地を見てっていうと、浜松

医療センターの産婦人科の内容を見てということで

すか。 

○議長（馬場 衛） 病院事業管理者。 

○病院事業管理者（杉浦良樹） 現実に、今浜松医

療センターは先ほど出てましたけども、市内外で15

施設やってるということなんで、近場に浜松医療セ

ンターがありますし、また新しいのでどういったこ

とが現実的な話の中で見学等をさせていただければ

なというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 佐原佳美さん。 

○13番（佐原佳美） ぜひ今やっている産後ケア棟

の事例、特にまた浜松医療センターは最新のものが

できると思いますので、御検討は続けていっていた

だきたいです。方向性は嫌というほど、私も言って

いるしいろいろ報道等もされていますので、本当に

専門家に申し訳ない、釈迦に説法して申し訳ないん

ですけれども、しっかりと職住近接で人を呼び込む
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のもいいけれども、中にいる人たちの子供を増やす

っていう、出生数を増やすっていうための努力をし

っかりとお願いしたいと思います。 

 では、以上で私の一般質問は終わります。ありが

とうございました。 

○議長（馬場 衛） 以上で、13番 佐原佳美さん

の一般質問を終わります。 

 これをもちまして、本日予定しておりました一般

質問を終わります。 

───────────────── 

○議長（馬場 衛） 以上で、本日の日程は終了い

たしました。本日はこれにて散会いたします。お疲

れさまでございました。 

午後２時37分 散会 

───────────────── 

 


